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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数(株) 内容

普通株式 200,000 (注)２
１単元の株式数は100株であります。
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式であります。

 

(注) １　平成27年１月15日開催の取締役会決議によっております。

２　発行数については、平成27年１月29日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３　当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

    ４　上記とは別に、平成27年１月15日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式

46,300株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、後記「募集又は売

出しに関する特別記載事項　２　第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

 

EDINET提出書類

株式会社ＡＬＢＥＲＴ(E31276)

有価証券届出書（新規公開時）

  2/115



 

２ 【募集の方法】

平成27年２月９日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当

該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成27年１月29日

開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価

額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人

に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件

を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定

する価格で行います。

 

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集 ― ― ―

入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―

ブックビルディング方式 200,000 399,500,000 216,200,000

計(総発行株式) 200,000 399,500,000 216,200,000
 

(注) １　全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２　上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成27年１月15日開催の取締役会決議に基づき、

平成27年２月９日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で

あります。

５　有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,350円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額

（見込額）は470,000,000円となります。

６　本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条

件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状

況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２　売出要項　３　売出株式（オーバー

アロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご

参照下さい。

７　本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は

売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】

(1) 【入札方式】

① 【入札による募集】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない募集】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

発行価格
(円)

引受価額
(円)

払込金額
(円)

資本
組入額
(円)

申込株
数単位
(株)

申込期間
申込
証拠金
(円)

払込期日

未定
(注)１

未定
(注)１

未定
(注)２

未定
(注)３

100
自　平成27年２月12日(木)
至　平成27年２月17日(火)

未定
(注)４

平成27年２月18日(水)
 

(注) １　発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、平成27年１月29日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス

ク等を総合的に勘案した上で、平成27年２月９日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２　払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年１月29日開催予定の取締役会において決定される予定で

あります。また、「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成27

年　２月９日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。

３　資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、平成27年１月15日開催の取締役会において、平成27

年　２月９日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資

本金等増加限度額の２分の１相当額を資本金に計上し、残額を資本準備金とする旨、決議しております。

４　申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込

期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５　株式受渡期日は、平成27年２月19日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本

募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集

に係る株券は、交付されません。

６　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７　申込みに先立ち、平成27年２月２日から平成27年２月６日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従

い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム

ページにおける表示等をご確認下さい。

８　引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

 

① 【申込取扱場所】

後記「４　株式の引受け」欄記載の引受人の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

 

② 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　新宿南口支店 東京都新宿区西新宿1-17-1
 

(注)　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＡＬＢＥＲＴ(E31276)

有価証券届出書（新規公開時）

  4/115



 

４ 【株式の引受け】
 

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式
数（株）

引受けの条件

株式会社ＳＢＩ証券
 
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
 
極東証券株式会社
 
東海東京証券株式会社
 
東洋証券株式会社
 
マネックス証券株式会社

東京都港区六本木一丁目６番１号
 
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号
 
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
 
東京都中央区八丁堀四丁目７番１号
 
東京都千代田区麹町二丁目４番地１

未定

１　買取引受けによります。
２　引受人は新株式払込金とし

て、平成27年２月18日(水)
までに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むことと
いたします。

３　引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。

計 ― 200,000 ―
 

(注) １　平成27年１月29日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。

２　上記引受人と発行価格決定日（平成27年２月９日）に元引受契約を締結する予定であります。

３　引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。
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５ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

432,400,000 6,000,000 426,400,000
 

(注) １　払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額

の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,350円）を基礎として算出した見込額であ

ります。

２　発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３　引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記の手取概算額426,400千円及び「１.新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限

100,100千円については、平成27年２月実施予定の本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産（ノ

ウハウ）形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用してまいります。

　具体的には、本社移転及び研修施設構築費用として46,000千円（平成27年12月期40,000千円、平成28年12月期

3,000千円、平成29年12月期3,000千円）、本社移転に伴う賃料増額分120,000千円（平成27年12月期37,000千円、平

成28年12月期37,000千円、平成29年12月期46,000千円）、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・

育成に係る人件費として270,000千円（平成27年12月期80,000千円、平成28年12月期90,000千円、平成29年12月期

100,000千円）、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用として90,500千円（平成27年12月期23,000千

円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期37,500千円）を充当する予定であります。

　　　なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
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第２ 【売出要項】

 

１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

平成27年２月９日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要

項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、

発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受

渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受

人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

 

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

―
入札方式のうち入札
による売出し

― ― ―

―
入札方式のうち入札
によらない売出し

― ― ―

普通株式
ブックビルディング
方式

108,800 255,680,000

Romasco Place, Wickhams Cay 1 P.O. Box3140　
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
IVP Incubator L.P.　　　　　　　　88,800株
 
東京都世田谷区
山川義介　　　　　　　　　　　　　20,000株
 

計(総売出株式) ― 108,800 255,680,000 ―
 

(注) １　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

２　「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。

３　売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,350円）で算出した見込額でありま

す。

４　売出数等については今後変更される可能性があります。

５　振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３に記載した振替機関と同一で

あります。

６　本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに

よる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３　売出株式（オーバーアロットメントに

よる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７　引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ

いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　ロックアップについて」をご参照下さい。
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

売出
価格
(円)

引受
価額
(円)

申込期間
申込株
数単位
(株)

申込
証拠金
(円)

申込
受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称
元引受
契約の
内容

未定
(注)１
(注)２

未定
(注)２

自　平成27年
 ２月12日(木)
至　平成27年
　２月17日(火)

100
未定
(注)２

引受人の本
店及び全国
各支店

東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券

未定
(注)３

 

(注) １　売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)１と同

様であります。

２　売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、

申込証拠金には、利息をつけません。

　　引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。

３　引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出

価格決定日（平成27年２月９日）に決定する予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額

は引受人の手取金となります。

４　上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５　株式受渡期日は、上場（売買開始）日（平成27年２月19日）の予定であります。引受人の買取引受による売

出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売

買開始）日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、交付され

ません。

６　申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７　上記引受人の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)７に

記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
 

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

―
入札方式のうち入札による
売出し

― ― ―

―
入札方式のうち入札によら
ない売出し

― ― ―

普通株式 ブックビルディング方式 46,300 108,805,000
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券　 46,300株

計(総売出株式) ― 46,300 108,805,000 ―
 

(注) １　オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況

を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し

に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止される場合があります。

２　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー

バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケー

トカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　第三者割当増資とシンジ

ケートカバー取引について」をご参照下さい。

３　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

４　「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。

５　売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,350円）で算出した見込額でありま

す。

６　振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３に記載した振替機関と同一で

あります。
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 

売出価格
(円)

申込期間
申込株数単位

(株)
申込証拠金

(円)
申込受付場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定
(注)１

自　平成27年
　２月12日(木)
至　平成27年
　２月17日(火)

100
未定
(注)１

株式会社ＳＢ
Ｉ証券の本店
及び全国各支
店

― ―

 

(注) １　売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ

れぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけませ

ん。

２　株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で

あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」

に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア

ロットメントによる売出しに係る株券は、交付されません。

３　申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４　株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２　売出要項　２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出

し） (2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　東京証券取引所マザーズへの上場について

当社は「第１　募集要項」における新規発行株式及び「第２　売出要項」における売出株式を含む当社普通株式に

ついて、株式会社ＳＢＩ証券を主幹事会社として、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しております。

 

２　第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である山川義介（以下、「貸株人」という。）より借受ける株式であります。これに関連

して、当社は、平成27年１月15日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当によ

る募集株式発行（以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。

募集株式の種類及び数 当社普通株式46,300株

募集株式の払込金額 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。）

割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。）

払込期日 平成27年３月23日

増加資本金及び資本準
備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

払込取扱場所
東京都新宿区西新宿1-17-1
株式会社みずほ銀行　新宿南口支店

 

主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケー

トカバー取引又はその双方により取得した株式により返還します。

　また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から平成27年３月16日までの間、オーバーアロットメントによる売出し

に係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う

場合があります。

　主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますの

で、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ

ない場合があります。

　また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない

か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

３　ロックアップについて

　本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である山川義介、及び当社株主である

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社、上村崇、山川奈緒子、投資事業組合オリックス11号、ジャ

フコV2共有投資事業有限責任組合、三生５号投資事業有限責任組合、ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会

社、平岡千春、NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合、佐藤めぐみ、鈴木俊明、Social Entrepreneur投資事業有限

責任組合、信金キャピタル二号投資事業有限責任組合、NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合、上村裕美子、山川起

以、保月英機、江南清司、ジャフコV2-Ｗ 投資事業有限責任組合、谷本篤彦、ジャフコV2-R 投資事業有限責任組合、

木野英明及び個人株主３名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目（平成27年

５月19日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当

社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社

普通株式を貸し渡すこと及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を

通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等を除く。）を行わない旨を合意しております。

　また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式

の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付

与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションにかかわる発行及びオーバーロット

メントによる売出しに関連し、平成27年１月15日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする

第三者割当増資等を除く。）を行わない旨合意しております。なお、ロックアップ対象株式は、上記株主の保有する

当社株式のうち1,390,300株であります。

　ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価

格に影響が及ぶ可能性があります。
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　なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容

を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

　上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四

部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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第３ 【その他の記載事項】

新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項

 

(1) 表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

 

(2) 表紙の次に「１　事業の概況」～「３　業績等の推移」をカラー印刷したものを記載いたします。
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第二部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

　

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

決算年月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月

売上高 (千円) 164,290 187,235 239,721 410,862 647,734

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) △57,352 △8,344 721 17,294 53,107

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) △57,801 △15,530 △7,261 17,004 94,365

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 314,000 314,000 339,000 339,000 339,000

発行済株式総数 (株) 15,800 15,800 18,300 18,300 18,300

純資産額 (千円) 82,889 67,359 110,097 127,101 221,467

総資産額 (千円) 114,885 94,015 142,382 201,110 336,387

１株当たり純資産額 (円) 5,246.16 4,263.24 6,016.27 69.45 121.02

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(－)

―
(－)

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

(円) △3,658.33 △982.92 △406.04 9.29 51.56

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 72.1 71.6 77.3 63.2 65.8

自己資本利益率 (％) ― ― ― 14.3 54.1

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― 47,061 47,854

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △16,285 △62,051

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― － －

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― ― ― 115,579 102,781

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
15

〔10〕
10

〔10〕
15

〔12〕
22

〔12〕
30

〔14〕
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(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

　　 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　 ３．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．当社は、平成26年10月15日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。その結果、発行済

株式総数は1,830,000株となっております。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第５期、第６期及び第７期は新株予約権の残高があ

りますが、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できず、また１株当たり当期純損失であるため、記

載しておりません。また、第８期及び第９期は新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり期

中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

６．自己資本利益率については、第５期、第６期及び第７期は当期純損失が計上されているため、記載しており

ません。

７．株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。

８．第５期、第６期及び第７期については、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動による

キャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金

及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。　

９．第８期及び第９期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、新日本有限

責任監査法人により監査を受けておりますが、第５期、第６期及び第７期の財務諸表については、当該監査

を受けておりません。

10．第８期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号　平成22年６月30日)、「１株

当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表分)

及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第９号　平成22年６月30日)を適用し

ております。

平成26年10月15日付で１株につき100株の株式分割を行いましたが、第８期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。

11．当社は、平成26年10月15日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。そこで、東京証券取引

所自主規制法人(現　日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告

書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第５期の期首

に株式分割が行われたと仮定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなりま

す。

なお、第５期、第６期、第７期の数値については新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。

 
第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月

１株当たり純資産額　　　　 (円) 52.46 42.63 60.16 69.45 121.02

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

(円) △36.58 △9.82 △4.06 9.29 51.56

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額

(円) － － － － －

１株当たり配当額
（１株当たり中間配当額）

(円)
－
(－)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

－
(－)
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２ 【沿革】

年月 事項

平成17年７月

平成18年８月

平成19年11月

平成21年３月

平成23年９月

平成23年10月

平成23年11月

平成24年４月

平成24年12月

平成25年２月

平成25年５月

 

平成25年６月

平成25年７月

平成26年10月

東京都渋谷区に株式会社ALBERT設立（資本金60,000千円）

決算期を６月から12月に変更

「おまかせ！ログレコメンダー」商品化

レコメンドメールサービス開始

バーチャレクス・コンサルティング株式会社と業務提携契約を締結

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社と資本業務提携を締結

次世代広告配信プラットフォーム「i-Effect」提供開始

CRMソリューション「smarticA!」リリース

「smarticA!キャンペーンマネジメント」リリース

「smarticA!データマイニングエンジン」リリース

プライベート・データマネジメントプラットフォーム請負サービス「smarticA!DMP」リリース

レコメンド特化型DSP「ADreco」リリース

アトリビューション分析サービス開始

「企業向けデータサイエンティスト養成講座」スタート

「おまかせ！ログレコメンダー」を「Logreco」に名称変更
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３ 【事業の内容】

　　経　営　理　念　「分析力をコアとし、顧客の意思決定と問題解決を支援する」

　　事業コンセプト　「分析力をコアとするマーケティングソリューションカンパニー」

 

　当社は「分析力」をコアに、顧客企業の保有する様々なデータを解析し、顧客企業の効率的なマーケティング活動

を支援するマーケティングソリューション事業を展開しております。

　当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりますが、「マーケティングプラット

フォーム」、「アナリティクス・コンサルティング」の２つのサービスに整理し、それぞれの特徴は以下のとおりで

あります。

 
■マーケティングプラットフォーム

　近年、「ビッグデータ」という言葉のトレンド化に代表されるように、企業内に蓄積・散在している大量のデータ

に注目が集まっており、そのデータを有効活用するためのツールであるデータマネジメントプラットフォーム

（DMP）（※１）を社内に構築し、より高度なマーケティング施策へ展開しようとする動きが高まっております。

　当社は、国内企業としてはいち早くこのDMPの重要性に着目し、統計を活用し高度なデータ分析を行うアナリティ

クス領域と、大量のデータ処理やプラットフォーム構築などを行うエンジニアリング領域からなる高度な「分析力」

によって、自社開発したプライベートDMP（※２）「smarticA!DMP」を提供するサービスを展開しております。

　主にECサイト上などでユーザーごとにパーソナライズされたおすすめを表示するレコメンドサービス「おまかせ！

ログレコメンダー」（平成26年10月「Logreco」に名称変更）は、平成19年11月のリリース以来、累計で300サイトを

超える導入実績があります。また、蓄積された大量のデータを解析してマーケティング施策のためのルールを演算す

るシステム「smarticA!データマイニングエンジン」を平成25年２月にリリース、演算されたルールに従ってWeb、

メール、コンタクトセンターなどオムニチャネル（※３）により顧客に接し、顧客ひとりひとりの属性に応じたOne

to oneマーケティング（※４）を実現するためのキャンペーンシナリオシステム「smarticA!キャンペーンマネジメ

ント」を平成24年12月にリリースなど、クライアントとユーザーのコミュニケーションを最適化するためのツールを

先行リリースし、平成25年5月にはこれらのサービスをコアとするプライベートDMP構築を請負う統合的サービスとし

て「smarticA!DMP」をリリース致しました。

　「smarticA!DMP」は上述のほかに、企業内に散在するデータを統合し蓄積するデータベース「DWH」、蓄積された

大量の行動履歴データを解析してユーザに最適な広告を配信する「行動ターゲティング広告システム」を活用した広

告最適化ソリューション、実行された各種施策がどのような効果を挙げたのかモニタリング・分析するための「BI

ツール」、当社のデータサイエンティスト（※５）がクライアントと同じ環境にアクセスし、統計解析を行うことが

可能なクラウド型「統計解析ソフトウェア」により構成されております。

　その中でも特に「smarticA!データマイニングエンジン」および「smarticA!データキャンペーンマネジメント」は

自社開発であることが強みであり、カスタマイズ性に富み、当初はクライアントのニーズにあわせて必要なサービス

のみをピックアップして提供し、必要に応じて提供するサービスを増やすなどスモールスタートでスケーラブルなシ

ステムとなっております。

　また、「smarticA!DMP」の活用には、データの蓄積や分析の方法だけでなく、最終的にどのようなマーケティング

施策を実施していくかという設計が不可欠ですが、これまで様々な規模・業種の企業のデータ分析とマーケティング

施策の支援を行ってきたノウハウで、クライアントごとのDMP設計と構築、及びスムーズなオペレーション実現まで

を一貫して支援することで、クライアントの「顧客満足度の向上」と「効果数値の明確化」に至るまでのフォロー

アップを実現しております。

 

■アナリティクス・コンサルティング

　同じくビッグデータトレンドの中で着目されるようになった環境下において、「アナリティクス・コンサルティン

グ」を提供しております。

　企業に蓄積される大量のデータの他、インターネット広告を中心とした広告配信データ、マーケティングデータを

販売する３ｒｄパーティデータ（※６）など、以前に比べて大量且つ多様なデータが企業のデータベースに蓄積され

るようになりました。各企業はこれらのデータを分析した上で、経営課題の解決や意思決定の合理化に取り組む努力

をしていますが、国内にはマーケティングと統計解析の知識を有し、且つ大量のデータを取り扱うためのIT技術を保

有する人員が不足しているため、企業がビッグデータを分析する人員を自社で抱えることが難しいという現状があり

ます。

　このような状況のもと、当社のコアコンピタンスである「分析力」そのものをサービスとして提供する「アナリ

ティクス・コンサルティング」として、企業からデータを拝受して分析し、マーケティングの示唆やマーケティング

オートメーションシステムの設計を指南する分析コンサルティング、顧客分析 / 商圏分析 / 商品分析 / 広告分析
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等の課題解決に必要な各分析メニュー、統計解析関連に深い知見を持つ講師陣を豊富に揃え企業に派遣して講義をす

るデータサイエンティスト養成講座などを展開しています。

 

（１）分析コンサルティング

　高度なビッグデータ関連システムの開発を推進するために必要なコンピュータサイエンスと、企業の経営課題を解

決するためのソリューションを提供する上で不可欠なマーケティングサイエンスの両方を兼ね備えた、他に類を見な

い専門集団として、ビッグデータの分析とコンサルティングを請け負う事業を展開しています。課題のヒアリング、

現状データの確認、解決策の提示、ソリューションのご提供、その後の検証まで手厚いフォローに至るまでの一気通

貫サービスが特徴であります。

（２）顧客分析 / 商圏分析 / 商品分析 / 広告分析

　データドリブンな意思決定はあらゆる企業で必要とされており、顧客分析、商圏分析、商品分析、広告分析、最近

ではM2M（※７）やO2O（※８）に纏わるデータの分析など幅広いニーズに応えています。

（３）データサイエンティスト養成講座

　大手企業をはじめとして、今後ビッグデータ領域でのビジネス展開を検討している情報システム企業や総合代理店

など、自社内にデータサイエンティストを養成していきたいという企業ニーズに向けて、日本を代表する統計解析関

連の講師陣を企業に派遣して講義をするデータサイエンティスト要請講座を展開しています。

 

　　当社の事業系統図は、次のとおりであります。

ALBERT事業系統図

　　※９ DSP、※10 CMS
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　[用語解説]

　上述の、「２．沿革」及び「３．事業の内容」における専門用語の意味を説明します。一般的な意味を含むものと

は限りません。番号は、上記の※１～※14に対応しています。

番号 用　語 解説・定義

１
データマネジメントプ
ラットフォーム

自社と外部のさまざまなデータを一元管理・分析するためのプラットフォームのこ
と。Data Management Platformの頭文字３文字をとって「DMP」と略される。DMPはさ

らに、オープンDMPとプライベートDMP（※２）とに分類される。

２ プライベートDMP
企業内で、多様かつ大量のデータを統合管理・分析し、マーケティング施策に活用す
るためのプラットフォームのこと。※１参照

３ オムニチャネル
オンラインストアや実店舗のほかあらゆる販売チャネルや流通チャネルを統合するこ
と。またその統合販売チャネルの構築により、どの販売チャネルからも同じように商
品を購入できる環境を実現すること。

４
One to oneマーケティ

ング

One to oneを、一つの販売機会に対し１最小顧客セグメントと定義し、それぞれの接

点の最適化を実現し、顧客との継続した関係を維持することための活動のこと。

５
データサイエンティス
ト

データサイエンス力及びデータエンジニアリング力をベースに、データから価値を創
出し、ビジネス課題に答えを出すプロフェッショナルのこと。

６ 3rdパーティデータ 直接の当事者（自社）ではない第三者が保有するデータのこと。

７ M2M

機械間で通信ネットワークを介して互いに情報をやり取りすることにより、自律的に
高度な制御や動作を行うこと。

「Machine to Machine」の略。

８ O2O

ネット上（オンライン）から、ネット外（オフライン）店舗等での行動へと促す、ま
たは、オンラインでの情報接触行動をもってオフラインでの購買行動に影響を与える
ような施策のこと。

「Online to Offline」の略。

９ DSP

インターネット広告において、広告主、広告会社側の広告効果の最大化を支援するプ
ラットフォームで、予算配分やターゲティングといった配信条件の最適化や、広告管
理業務の効率化をはかることができる。

「Demand Side Platform」の略。

10 CMS

コンテンツ管理システム。web上でコンテンツを構成するテキストや画像などのデジ
タルコンテンツを統合・体系的に管理し、配信など必要な処理を行うシステムの総
称。

「Content Management System」の略。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所有
（又は被所有）
割合（％）

関係内容

（その他の関係会社）
デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社

東京都渋谷区 4,031,837
インターネッ
ト広告事業

(被所有)
 直接

 
17.76

営業取引
役員の兼任

 

（注）デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、有価証券報告書を提出しております。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成26年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

41
〔12〕

34.2 2.6 6,374
 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト及び派遣社員を含みます。）は、年間の平均人員を

（　）外数で記載しております。

　　 ２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

　　 ３．当社の事業セグメントは、マーケティングソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別

の従業員数の記載はしておりません。

　　 ４．従業員が最近１年間で11名増加しましたのは、主として業容拡大に伴う採用によるものであります。

 
(2) 労働組合の状況

　当社の労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

第９期事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

　当事業年度（自平成25年１月１日　至平成25年12月31日）におけるわが国経済は、大胆な金融政策、機動的な財政

政策、民間投資を喚起する成長戦略等の一体的な取組みの政策効果により、家計や企業のマインドは改善が見られ、

消費等の内需を中心として景気回復の動きが広がっております。

　当社が属するインターネット市場においては、クラウドサービスの拡大、モバイル端末の業務利用、ビッグデータ

分析など、新しい形態でのITサービス活用が本格的な普及期を迎え、今後期待されるこうした市場の拡大に伴うさま

ざまな顧客ニーズへの対応が求められております。ビッグデータ分析に対する期待は、「蓄積された大量データを分

析するため」のソリューションから、「分析して得られた結果をあらゆる顧客接点で活用していく」というフェーズ

に移行しており、新たな消費者ニーズの発掘や新サービスの提供に対する機会損失を最小限に抑え、企業間競争に対

する優位性を確保することが重要視されています。

 
　このような事業環境のもと、当社では高度な統計解析技術をもって企業内に蓄積されたデータを分析し、あらゆる

顧客接点で最適な接客を実現する独自開発ソリューション提供に注力してまいりました。また各サービスの機能や品

質向上にも継続的に取り組み、安定成長にむけた事業基盤の充実に努めてまいりました。高度なマーケティングソ

リューションを提供することを事業コンセプトとし、多面的な提案営業及びクロスセルの強化に注力するなかで、展

示会やセミナーなどの各種プロモーション活動を行うとともに、大手代理店とのアライアンスを組む等、販路拡大に

向けての活動に継続的に取り組んでおります。

　平成25年５月、プライベート・データマネジメントプラットフォーム構築請負サービス「smarticA!DMP」をリリー

ス致しました。これは、企業に散在する様々なデータを統合して蓄積した上で分析し、個々のチャネルの垣根を越え

てオムニチャネルでのコミュニケーションを最適化するためのツールとして、設計・構築からオペレーション実現ま

でを一貫して実現する、当社のノウハウを集結したものであり、先行リリース済みの、「smarticA!データマイニン

グエンジン」や「smarticA!キャンペーンマネジメント」をも統合させたCRMソリューションであります。smarticA!

シリーズの売上高は111,296千円となりました。

　「この商品を見た人は、こんな商品も見ています」などに代表されるレコメンド機能は、様々なサイトで見かける

ようになり、当社のパッケージ製品「おまかせ！ログレコメンダー」も大手企業から中小企業まで導入実績は300サ

イトを超え、認知度は高まってきております。しかし、導入サイト閉鎖による契約解除や、近年は競合製品の台頭も

あり、売上高は149,510千円となりました。

　蓄積された大量の行動履歴データを解析してユーザに最適な広告を配信する「行動ターゲティング広告システム」

を活用した広告最適化ソリューション提供は、本格参入から２年目であり、レコメンド特化型DSP、広告配信の最適

化、広告クリエイティブの最適化等のほか、オンライン・マーケティングで注目されているアトリビューション分析

のモデル開発にも注力し、サービス提供を開始いたしました。ソリューションメニューのさらなる拡充を図り、ニー

ズの掘り起こしに取り組んだ結果、売上高は212,515千円となりました。

 
　以上の活動の結果、当事業年度の売上高は647,734千円（前期比57.7％増）、営業利益は51,439千円（前期比

207.1％増）、経常利益は53,107千円（前期比207.1％増）、当期純利益は94,365千円（前期比455.0％増）となりま

した。

 
第10期第３四半期累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、住宅や設備投資などに弱い動きも見られるものの、雇用の改善や所

得の増加などが見られ、緩やかな回復傾向に向かっております。国内IT市場についても、小売・サービス企業が中心

となってオムニチャネル化を図る中でシステム開発の需要が増大しており、当面の間は成長が続くことが見込まれま

す。

　このような状況のなか、当社では分析力を強みに情報最適化やレコメンデーションといったキーテクノロジーを応

用し、クライアントとユーザーの関係を最適化する独自ソリューションの提供を行っており、大手リサーチ企業との

DMPにおけるCRM機能の共同開発・提供を目的とした、企業のビッグデータ活用支援事業において業務提携も開始して

おります。また、主力商品である「smarticA!DMP」は当第３四半期においてもますます順調にユーザ数を増やしてお

り、収益の増大に貢献しております。

　その結果として、当第３四半期累計期間における業績は、売上高687,772千円、営業利益185,623千円、経常利益

181,316千円、四半期純利益169,514千円となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

第９期事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度に比べて12,797千円減少し、

102,781千円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、47,854千円（前事業年度は47,061千円の獲得）となりました。これは、税引前

当期純利益計上52,562千円、賞与引当金の増加額17,511千円、たな卸資産の減少額8,083千円などによる資金増加、

並びに売上債権の増加額49,486千円による資金減少があったことが主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、62,051千円（前事業年度は16,285千円の使用）となりました。これは、定期預

金への預入による支出100,000千円、定期預金の払戻による収入50,000千円、無形固定資産の取得による支出9,746

千円などがあったことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動はありません。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社の事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。

　

(2) 受注実績

当社の事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。

　

(3) 販売実績

第９期事業年度（自 平成25年１月１日　至 平成25年12月31日）及び第10期第３四半期累計期間（自 平成26年１

月１日　至 平成26年９月30日）における販売実績をサービスごとに示すと、次のとおりであります。なお、当社は

単一セグメントであるため、サービス別に記載しております。

サービスの名称

第９期事業年度
（自 平成25年１月１日

　　至 平成25年12月31日）

第10期第３四半期累計期間
（自 平成26年１月１日

　　至 平成26年９月30日）

販売高(千円) 前年同期比(％) 販売高（千円）

マーケティングプラットフォーム 603,919 153.5 621,009

アナリティクス・コンサルティング 43,815 251.3 66,762

合計 647,734 157.7 687,772
 

(注)　１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

第８期事業年度
（自　平成24年１月１日　
　　至　平成24年12月31日）

第９期事業年度
（自　平成25年１月１日　
　　至　平成25年12月31日）

第10期第３四半期累計期間
（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年９月30日）

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社NTTドコモ 38,700 9.4 76,460 11.8 54,143 7.9
 

（注）１．「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」は、平成25年10月1日付で「株式会社NTTドコモ」へ商号変更して

　　　　　おります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社は、「分析力をコアとし、顧客の意思決定と問題解決を支援する」を経営理念に掲げ、高度なマーケティング

ソリューションサービスを提供しております。経営安定化及び業容拡大を図っていくうえで、以下の課題に積極的に

取り組む方針であります。

 

① クロスセルの推進

　当社のサービスを既にご利用いただいているユーザの皆様には、複数のサービスを相互に利用していただけるよう

にクロスセル提案体制を強化し、データサイエンスのトータルソリューションの事業領域における提案力を高めてま

いります。また新規ユーザ獲得のため、展示会やセミナーの継続的な開催及び出展、WebサイトやFacebookページ等を

活用した情報発信、提携企業との更なる連携強化などに取り組んでまいります。

 

② ブランド形成への取組み

　当社が提供する「smarticA!DMP」は、大手企業を中心に引き合いが増えており、その製品力が業界内で高い評価を

得ております。業界唯一のフルラインナップDMPであることや、具体的で幅広い分析事例を豊富に持ち、運用が見える

シナリオ提案、継続的なチューニング・カスタマイズ体制を整えていることなど、他社には無い差別化要因が多数あ

ります。競争優位性を維持していくためには更なる機能向上など製品開発を行っていく必要があるため、ブランド形

成に向けて継続的に取り組んでまいります。

 

③ プロジェクト管理

　業容拡大に伴い、案件単位において受注単価増大及び長期化の傾向があり、業務推進体制がより複雑化していま

す。このような状況のもと、各プロジェクトごとの作業工数をより正確にリアルタイムで把握出来るようなシステム

の構築などにより工程管理を一層強化し、業務効率化を図っていくことが重要であると考えております。サービス品

質の向上にも同時に取り組むとともに、コストを削減し、業務稼働率を一層向上させる施策を全社的に推進してまい

ります。

 

④ 情報管理体制の強化

　デジタル化の進展に伴い、パーソナルデータを含むさまざまな匿名データを直接・間接に入手できるようになり、

自社が保有する顧客の実名データと紐づけることで、顧客の属性・行動を網羅的に把握し、精度の高い顧客分析や、

ターゲットの抽出、マーケティングROI（投資対効果）測定などへの様々な活用が可能です。当社はこれらの支援を行

うことを主力事業としており、顧客から分析データを預って業務を請負うときのデータ保護には細心の注意を払って

おりますが、さらなる運用強化を図っていくことが重要と考えております。

　平成26年３月、プライバシーマーク登録（登録番号 第21000861(01)号）が完了いたしました。今後も引き続き、情

報の取り扱いに関し、日々改善の努力を継続してまいります。

 

⑤ 人材・組織体制

　当社は、今後の成長のためには優秀な人材確保と教育体制の充実による継続的な人材育成が不可欠であると認識し

ております。企業理念においても「会社にとって一番大切なものは社員」であることを掲げ、各人の力を最大限に引

き出すことによりそれを組織力に変えていくことが企業価値向上に繋がると考えます。成長フェーズに合った評価制

度をしっかり運用するとともに、役員及び従業員の自立性を高め、常に最適な組織体制を模索していく方針でありま

す。
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４ 【事業等のリスク】

当社は、事業展開上のリスクになる可能性があると考えられる主な要因として、以下の記載事項を認識しておりま

す。これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の回避と予防に取り組んでおります。

　なお、文中に記載している将来に関する事項は、本書提出日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断した

ものであり、実際の結果と異なる可能性があります。

 
①インターネット事業に関する一般的リスク

当社は、インターネット関連事業を主たる事業対象としており、インターネット活用方法の多様化、利用可能な

端末の増加等により、インターネットの更なる普及が当社の成長のための重要な要素と考えています。インター

ネットの普及は引き続き進んでいるものの、今後どのように進展していくかについては不透明な部分もあります。

インターネットの普及に関する何らかの弊害、その他予期せぬ要因により今後の普及に大きな変化が生じた場合に

は、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 

②業界及び競合他社について

　当社の業績は、インターネット関連市場のうち、ビッグデータ・アナリティクス市場、CRM市場及びインターネッ

ト広告（アド・テクノロジー）市場など、これら関係性の深い市場の環境変化によって様々な影響を受ける可能性が

あります。当社の主力サービスであるプライベート・データマネジメントプラットフォーム「smarticA!DMP」に類似

のものも存在し、多数の企業の参入による競争激化の様相を呈しております。顧客のニーズを的確に捉えたサービス

提供をタイムリーに行うことにより、価格競争に巻き込まれない事業展開を図っておりますが、特に資金力・ブラン

ド力を有する大手企業の参入や、全く新しいコンセプト及び技術を活用した画期的なシステムを開発した競合他社が

出現した場合には、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。

 

③技術革新や顧客ニーズへの迅速な対応について

　インターネット関連市場及び当社が属する市場においては、急速な技術変化と水準向上が進んでおり、これに伴っ

てクライアントのニーズも著しく変化しております。現在においても、当社ではこれらに対応すべく、機能拡充及び

サービスの充実に努めております。しかしながら、今後、一定のスキルを有する人材の確保が想定通りに進まない、

もしくはニーズの把握が困難となり十分な機能拡充やコンサルティングサービスが提供できない、などの事由により

製品訴求力が弱まり、サービス価値が低下するような状況になった場合には、当社の事業に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

④法規制について

　当社の事業に関連して、ビジネス継続に重要な影響を及ぼす法規制は現在のところありません。しかし、今

後　　　　のインターネット利用を制約するような規制等、インターネット広告の分野で新たに法律や規制が制定さ

れた場合や、業界内で自主規制が求められた場合には、当社の事業に影響を受ける可能性があります。

 

⑤システム障害について

　当社の事業は、パソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や事故等に

よって通信ネットワークに何らかの障害が発生した場合や、予測不可能な様々な要因によってコンピュータシステム

がダウンした場合は、当社の事業及び業績は深刻な影響を受けます。当社のコンピュータシステムは、適切なセキュ

リティ手段を講じて外部からの不正アクセスを回避するよう取り組んでおりますが、コンピュータウィルスやハッ

カーの侵入等によりシステム障害が生じた場合、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 

⑥情報の取扱いについて

　情報セキュリティ及び情報保護に関する対応は、事業活動を継続する上で不可欠となってきております。当社は、

情報セキュリティ及び情報保護を経営の最重要課題の１つとして捉え、体制の強化や社員教育などを通じてシステム

とデータの保守・管理に万全を尽くすとともに、平成26年３月にプライバシーマークの認定を取得し、個人情報の取

扱いへの対応も行っております。しかし、万一これらの情報漏えい等の事故が発生した場合には、信用失墜による収

益の減少、損害賠償等による予期せぬ費用が発生し、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
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⑦特定製品（サービス）への依存について

　当社は、マーケティングソリューション事業の単一事業セグメントであり、サービス別の売上構成比では、マーケ

ティングプラットフォームが90%超となっております。マーケティングプラットフォームにおける現在の主力製品

（サービス）は「smarticA!DMP」であり、その販売を拡大させることによって当社の業績が向上する見通しでありま

す。しかし、それは特定製品（サービス）への依存度を高めることにもなるため、過度な依存にならないような事業

バランスにて展開してまいりますが、今後、他社との競争激化等により、マーケティングプラットフォームの売上が

減少した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧知的財産権等について

　当社は、自社開発によりソフトウェア制作を行っており、出願中の特許権を含めた知的財産及び技術上のノウハウ

を保有しております。これまで、当社は第三者より知的財産権に関する侵害訴訟等を提起されたことはありません

が、ソフトウェアに関する技術革新の顕著な進展により、当社のソフトウェアが第三者の知的財産権に抵触する可能

性を的確に想定、判断できない可能性があります。また、当社の業務分野において認識していない特許などが成立し

ている場合、当該第三者より損害賠償及び使用差し止めなどの訴えを起こされる可能性、並びに当該訴えに対する法

的手続諸費用が発生する可能性があります。

 

⑨人材の確保・育成について

　当社は、経営に不可欠な資源は「ヒト」であり、優秀な人材を確保し従業員満足度を上げることで、社員が最大限

の力を発揮できることができると考えております。当社の企業理念においても、会社にとって一番重要なものは社員

であることを掲げ、適材適所の配置、市場環境に対応できる能力を獲得させるための教育、社内コミュニケーション

の円滑化などに努めております。しかし、当社が人材の確保、活用、育成強化に十分対応できない事象が発生した場

合、経営判断、成長力や競争力が影響を受ける可能性があります。

 

⑩小規模組織であることについて

　当社の組織は小規模であり、内部管理体制も企業規模に応じたものとなっております。特定の人員に過度の依存を

しないよう、優秀な人材の確保・育成により経営リスクの軽減に努め、今後の業容拡大局面においても、内部管理体

制のさらなる充実を図る方針ではありますが、適切かつ十分な組織対応ができない場合には、組織効率が低下したり

十分な事業活動が行えない可能性があります。また、人員の増加が適切な形で実行できない場合には、経営効率が低

下する可能性があります。

 

⑪特定人物への依存について

　当社代表取締役会長である山川義介、代表取締役社長である上村崇は、いずれも当社の創業者であります。本書提

出時点において、山川義介は筆頭株主として持株比率18.0％（ストックオプションの行使後は18.8％)を、上村崇は

持株比率6.7％（第３位、ストックオプション行使後は12.4％）をそれぞれ保有しております。現在に至るまで代表

取締役は２人体制であり、経営責任者として経営方針や経営戦略の決定等、当社の事業活動上の重要な役割を果たし

てまいりました。一方で両名に対して過度に依存することの無いよう、執行役員等への権限移譲や役割分担の推進を

図っております。しかしながら、現時点において、同人のいずれかが何らかの理由により経営者として業務を遂行で

きなくなった場合には、当社の業務推進及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑫事業投資等について

　当社は、事業拡大を図るために、各種の事業投資（子会社設立やM&Aなど）を検討していく方針です。これらを実

施する際には、既存ビジネスとのシナジーを発揮することを最優先に、リスクや収益力の見通し等を十分に分析した

うえで、然るべき社内決裁を経たのちに実行いたしますが、何らかの事情により事業の展開が計画通りに進まない場

合には、当社の業績に寄与するものとは限らないため、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がありま

す。

 

⑬配当政策について

　当社は創業以来、株主に対する利益配当及び剰余金配当による利益還元を実施しておりません。しかし、株主への

利益還元についても重要な経営課題と認識しており、将来の持続的な成長に必要な内部留保を確保しつつ、経営成績

及び財政状態・事業計画等を総合的に勘案したうえで、利益配当を実施していくことになります。一方、当社の業績

が計画どおりとならない等の結果として利益配当原資を十分に確保できない場合は、利益配当を実施しない、あるい

は予定していた配当を減ずるなどの可能性があります。
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⑭新株予約権（ストック・オプション）について

　当社は、ストック・オプション制度を採用しており、本書提出日現在におけるストック・オプションは269,400株

であり、発行済株式総数1,830,000株の14.7％に相当します。それぞれ権利行使の要件を満たしたうえで、当社の株

価が行使価額を上回ることにより、これらの新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化する

ことになります。

　なお、新株予約権の詳細は、後記「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況（２）新株予約権等の状況」及び

「（７）ストックオプション制度の内容」をご参照ください。

 

⑮大株主について

　本書提出日時点でデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は当社発行済株式総数の17.8％

（325,000株）を保有しており、持分法適用会社となっております。また、同社とは「出資及び業務提携に関する契

約」を締結し、双方の有する技術、知識や経験を最大限に活用して事業の進展を図ることで協力関係を維持しており

ますが、将来において同社の経営方針やグループ戦略が変更され、協力関係が解消された場合等には、当社の事業等

に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑯ベンチャーキャピタル等の持株比率について

　本書提出日現在における当社の発行済株式は1,830,000株であり、そのうちベンチャーキャピタル及びベンチャー

キャピタルが組成した投資事業組合（以下、「ベンチャーキャピタル等」という。）が保有する株式数は548,800

株、保有比率は30.0％であります。

　新規公開株式にかかるベンチャーキャピタル等の保有目的は、当該株式の新規株式公開以降において当該株式を売

却し、キャピタルゲインを得ることにあります。よって、当社の株式公開後、当社の株主であるベンチャーキャピタ

ル等が保有する当社株式の全部または一部を売却することが予想され、その場合、当社株式の需給バランスが短期的

に損なわれ、株価の形成に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑰資金使途について

　当社が計画している公募増資による調達資金の使途については、マーケティングプラットフォーム事業にかかる人

材の採用関連費及び人件費、本社オフィスの移転費用、研修施設や福利厚生施設の拡充等に充当する計画でありま

す。しかしながら、急速に変化する経営環境に柔軟に対応するため、現時点における資金使途計画以外の使途へ充当

する可能性があります。また、当初の計画に沿って資金を使用したとしても、想定どおりの投資効果を上げられない

可能性もあります。

 

⑱税務上の繰越欠損金について

　当社は、税務上の繰越欠損金を有しております。これは法人税負担の軽減効果があり、今後も当該欠損金の繰越期

間の使用制限範囲内においては納税額の減少により、キャッシュ・フロー改善に貢献することとなりますが、当社の

業績が順調に推移することで繰越欠損金を上回る課税所得が発生した場合には、所定の税率に基づく法人税等の納税

負担が発生するため、当社の当期純利益及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

 

６ 【研究開発活動】

第９期事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

当社は、企業に蓄積される大量のデータを分析してマーケティングに活用するという企業のニーズに対し、様々な

ツールを提供しております。高度なマーケティングソリューションを提供するためのコアコンピタンスである「分析

力」は、アナリティクス領域における、「マーケティングリサーチ」「多変量解析」「データマイニング」「テキス

ト＆画像解析」、エンジニアリング領域における、「大規模データ処理」「ソリューション開発」「プラットフォー

ム構築」「最適化モデリング」の８つのテクノロジーで支えられており、これらは豊富な実績に裏付けられた、当社

独自のアルゴリズムや手法を用いております。

　当事業年度においては、既存製品の機能向上・拡張性の検証・アーキテクチャ設計・構築手順書作成などのほか、

分析精度向上のための検証・自動集計ツール開発・新規分析ロジック開発等を継続的に行なった結果、研究開発費と

して、16,319千円を計上しております。

 

第10期第３四半期累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は19,596千円であります。

なお、当第３四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。

　　なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

 
（１）重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

財務諸表の作成にあたり、経営者による会計方針の選択適用のほか、資産及び負債または損益の状況に影響を与

える会計上の見積りは、過去の実績等の財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断しております

が、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

　当社の財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１財務諸表等　

（１）財務諸表　注記事項　重要な会計方針」に記載しております。

 
（２）経営成績の分析

　第９期事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

　（売上高）

当事業年度の売上高は、前事業年度に比べ236,871千円増加し647,734千円となりました。この主な要因は、

平成25年５月にリリースした「smarticA!DMP」の拡販によるものであり、特に「smarticA!データマイニング

エンジン」、「smarticA!キャンペーンマネジメント」及び「行動ターゲティング広告システム」の提供が大

きく増収となったことによるものであります。

　（売上原価）

当事業年度の売上原価は、前事業年度に比べ124,258千円増加し344,311千円となりました。この主な要因

は、コンサルティングやプライベートDMP導入構築等の工数増による労務費の増加額20,329千円、広告最適化

ソリューションにおけるDSP運用委託費やリスティング広告運用委託費などの経費の増加額87,347千円による

ものであります。

　（販売費及び一般管理費）

当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ77,922千円増加し251,983千円となりました。こ

の主な要因は、営業人員や管理人員の採用による人件費増加額49,505千円、研究開発費の増加額14,433千円な

どによるものであります。

　（営業外損益及び特別損益等）

営業外損益の主な内訳は、為替差益1,578千円など、特別損益の内訳は固定資産除却損545千円であります。

また、税務上繰越欠損金などの回収可能性判定による法人税等調整額△47,574千円を計上しております。
　

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高647,734千円（前期比57.7％増）、営業利益51,439千円（前

期比207.1％増）、経常利益53,107千円（前期比207.1％増）、当期純利益94,365千円（前期比455.0％増）とな

りました。

 
　第10期第３四半期累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

　（売上高）

当第３四半期累計期間の売上高は、687,772千円となりました。「smarticA!DMP」の販売が引き続き好調であ

り、前事業年度の647,734千円を既に上回っております。

　（売上原価）

当第３四半期累計期間の売上原価は、283,103千円となりました。売上高の増加に伴い、人件費や外注費をは

じめとする売上原価の各項目も増加しております。

　（販売費及び一般管理費）

当第３四半期累計期間の販売費及び一般管理費は、219,045千円となりました。業容拡大に伴い、人件費をは

じめとする各項目も増加しております。

（営業外損益及び特別損益等）

当第３四半期累計期間の営業外収益は1,316千円、営業外費用は5,623千円となりました。株式公開準備に伴う

費用が当事業年度より発生しております。

 
以上の結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高687,772千円、営業利益185,623千円、経常利益

181,316千円、四半期純利益169,514千円となりました。

 
（３）財政状態の分析

　第９期事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）
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　（資産の部）

当事業年度末の流動資産の残高は303,925千円となり、前事業年度末に比べ127,286千円増加いたしました。

主な内訳は、業容拡大に伴う「売掛金」の増加（対前事業年度末比47,701千円増加）、フリー・キャッシュ・

フローの改善による「現金及び預金」の増加（対前事業年度末比37,202千円増加）、課税所得増額に伴う回収

可能性の向上による「繰延税金資産」の増加（対前事業年度末比46,540千円増加）などであります。

固定資産の残高は32,462千円となり、前事業年度末に比べ7,989千円増加しました。主な内訳は、ソフト

ウェア製作工数の増加による無形固定資産「ソフトウェア仮勘定」の増加（対前事業年度末比4,702千円増

加）などであります。

　（負債の部）

当事業年度末の負債合計は114,919千円となり、前事業年度末比に比べ40,911千円増加いたしました。主な

内訳は、人員増加に伴う賞与支給見込み額「賞与引当金」の増加（対前事業年度末比17,511千円増加）、同じ

く人員増加に伴う給与・社会保険料等の経過分として「未払費用」の増加（対前事業年度末比6,666千円増

加）、販売費及び一般管理費の増加に伴う「未払金の増加」（対前事業年度末比5,125千円増加）などであり

ます。

固定負債の残高はありません。

　（純資産の部）

当事業年度末の純資産合計は221,467千円となり、前事業年度末比に比べ94,365千円増加いたしました。

「資本金」及び「資本準備金」はいずれも対前事業年度末比で変動は無く、当期純利益の計上による純資産額

の増加であります。

 
　第10期第３四半期累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

①資産の部

当第３四半期会計期間末の流動資産の残高は、413,868千円となり、前事業年度末に比べ109,943千円増加し

ました。主な内訳は、「現金及び預金」232,475千円（対前事業年度末比79,693千円増加）、「売掛金」

94,208千円（対前事業年度末比3,134千円減少）、「繰延税金資産」48,510千円（対前事業年度末比1,969千円

増加）などであります。

また、固定資産の残高は、93,131千円となり、前事業年度末に比べて60,668千円増加しました。主な内訳

は、「敷金」56,513千円（対前事業年度末比56,513千円増加）、「ソフトウェア」13,019千円（対前事業年度

末比455千円増加）などであります。

②負債の部

当第３四半期会計期間末の流動負債の残高は、116,017千円となり、前事業年度末に比べ1,097千円増加しま

した。主な内訳は、「買掛金」22,540千円（対前事業年度末比7,434千円減少）、「未払金」24,127千円（対

前事業年度末比5,718千円増加）、「未払費用」20,089千円（対前事業年度末比584千円減少）などでありま

す。

③純資産の部

当第３四半期会計期間末の純資産の残高は、390,981千円となりました。「資本金」は、前事業年度末対比

で変動ありません。「資本準備金」は、平成26年３月28日開催の定時株主総会決議により全額を欠損の填補に

充当いたしました。

 
（４）キャッシュ・フローの状況の分析

　第９期事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度に比べて12,797千円減少

し、102,781千円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、47,854千円となりました。これは、税引前当期純利益計上52,562千円、賞

与引当金の増加額17,511千円、たな卸資産の減少額8,083千円などによる資金増加、並びに売上債権の増加額

49,486千円による資金減少があったことが主な要因であります。
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　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、62,051千円となりました。これは、定期預金の預入による支出100,000千

円、定期預金の払戻による収入50,000千円、無形固定資産の取得による支出9,746千円などがあったことが主

な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動はありません。

　
　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成24年12月期 平成25年12月期

自己資本比率 63.2 65.8

時価ベースの自己資本比率（％） ― ―

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ―
 

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　（注）１．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　　　　２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　　　　３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

　　　　　　います。

　　　　４．有利子負債が存在しないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

　　　　　　ジ・レシオは記載しておりません。

　

　　（５）経営成績に重要な影響を与える要因

経営成績に重要な影響を与える要因については、「第二部　企業情報　第２　事業の状況　４　事業等のリ

スク」に記載しております。

　

　　（６）経営者の問題意識と今後の方針

当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案し、社会貢献を前提と

して企業価値を最大限に高めるべく努めております。具体的には「第二部　企業情報　第２　事業の状況　

３　対処すべき課題」に記載しております。

 
　　（７）経営戦略の現状と見通し

当社は、「分析力をコアとし、顧客の意思決定と問題解決を支援する」を経営理念とし、「分析力をコアと

するマーケティングソリューションカンパニー」を事業コンセプトとして事業を展開しております。分析力

は、アナリティクス領域における、①マーケティングリサーチ、②多変量解析、③データマイニング、④テキ

スト&画像解析、エンジニアリング領域における、⑤大規模データ処理、⑥ソリューション開発、⑦プラット

フォーム構築、⑧最適化モデリングの８つのテクノロジーで支えられており、独自のアルゴリズムや手法を用

いたソリューションで、さらなる競争力確保につながる研究開発及びノウハウの蓄積に継続的に取組んでまい

ります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

第９期事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

当事業年度に実施しました設備投資の総額は11,698千円であり、主なものは、自社利用ソフトウェアの制作11,063

千円などであります。

 

　第10期第３四半期累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年9月30日）

当第３四半期累計期間に実施しました設備投資の総額は5,914千円であり、自社利用ソフトウェアの製作5,914千円

であります。

 
 

２ 【主要な設備の状況】
平成25年12月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物
工具、器具
及び備品

合計

本社
(東京都渋谷区)

本社設備、サーバ等 2,453 1,236 3,690
30

（14）
 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書きしております。

４．上記の他、他の者から賃借している設備の内容は下記のとおりであります。

事業所名
(所在地)

設備の内容 賃借設備
面積
（㎡）

年間賃借料
(千円)

本社
(東京都渋谷区)

事務所 建物 432.54 21,149
 

　

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】（平成26年12月31日現在）

(1) 重要な設備の新設等

事業所名

（所在地）
セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額

資金調達方法

着手及び完了予定年月
完成後の

増加能力総額

（千円）

既支払額

（千円）
着手 完了

本社

（東京都渋谷区）

マーケティングソ

リューション事業

オフィス移

転費用
40,000 － 増資資金

平成27年

２月

平成27年

２月
注

 

　（注）マーケティングソリューション事業の強化でありますが、計数的把握が困難であるため、記載を省略しており

　　　　ます。

 
(2) 重要な設備の除却等

　　　該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 5,000,000

計 5,000,000
 

(注)　平成26年10月15日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は4,900,000株

増加し、5,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類 発行数(株)
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 1,830,000 非上場
１単元の株式数は、100株であります。
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のな
い当社における標準となる株式であります。

計 1,830,000 ― ―
 

　（注）１．平成26年９月12日開催の取締役会決議により、平成26年10月15日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を　　　　　を行いました。これにより発行済株式総数は1,811,700株増加し、1,830,000株となっております。

　　　　２．平成26年10月15日開催の臨時株主総会決議により、平成26年10月15日付で１単元を100株とする単元株制度

　　　　　　を採用しております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　①第１回新株予約権（平成18年４月24日取締役会決議）

 
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)

新株予約権の数(個) 20 20

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 20（注）１ 2,000（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000（注）２ 500（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月25日
至　平成28年４月24日

自　平成20年４月25日
至　平成28年４月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　50,000
資本組入額　25,000

発行価格　　500　 （注）５
資本組入額　250　 （注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４ （注）４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．①本新株予約権は、当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他（国内国外を問わず）株式公開市

場に上場し、かつ上場した日から６ヶ月を経過した場合に限り行使できるものとする。

②当社の顧問または関係協力者として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時における地位については

原則としてこれを問わない。ただし、権利行使時までに、新株予約権者が会社に対して重大な損害を与える

等、信頼関係が喪失したものと会社が判断した場合には、新株予約権を行使できないものとする。

③新株予約権者が、新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合には、死亡の日から６ヶ月以内に限り、そ

の相続人において新株予約権を行使することができる（権利行使期間中に限る）。

４．当社が株式移転または株式交換によって他社（以下「完全親会社」という。）の完全子会社となる場合、か

かる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転

または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。なお、承継された新株予約権の内

容の決定の方針は以下のとおりとする。

① 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類

　完全親会社の普通株式

② 新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

　上記に記載の株式数（調整がなされた場合には調整後の株式数）に、株式移転または株式交換の際に当株

式１株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率（以下「割当比率」という。）を乗じて計算し、

１株未満の端数はこれを切り捨てる。

③ 新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額

　新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の

結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

　　　　承継後払込金額　＝　承継前払込金額　×　（１÷ 割当比率）
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④ 新株予約権の権利行使期間

　承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転の効力発生日より上記に定

める期間の満了日までとする。

⑤ 新株予約権の権利行使条件および消却事由等

　第１回新株予約権割当契約書にに定めるところと同様とする。

⑥ 承継後の新株予約権の譲渡制限

　承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

５．平成26年９月12日の取締役会決議により、平成26年10月15日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

　

　②第２回新株予約権（平成19年３月８日取締役会決議）

 
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)

新株予約権の数(個) 105 105

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 105（注）１ 10,500（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 20,000（注）２ 200（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成21年３月９日
至　平成29年３月８日

自　平成21年３月９日
至　平成29年３月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 20,000
資本組入額　10,000

発行価格　 200 　（注）５
資本組入額　100 　（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４ （注）４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．①日本証券業協会、東京証券取引所その他（国内国外を問わず）株式公開市場に上場し、かつ上場した日か

ら６ヶ月を経過した場合に50％、１年６ヶ月を経過した場合に更に25％、２年６ヶ月を経過した場合に更に

25％の株式数を行使できるものとする。

②権利行使時において、取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期

満了による退任、定年退職ないし会社都合による退職（懲戒解雇を除く）等正当な事由による退任ないし退

職により権利行使時において取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を失った場合には、退任ないし

退職の日から６ヶ月以内に限り権利を行使できるものとする（権利行使期間中に限る）。

③新株予約権の行使期間到来後に死亡したことにより取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を失っ

た場合には、死亡の日から６ヶ月以内に限り、その相続人において新株予約権を行使することができる（権

利行使期間中に限る）。

４．当社が株式移転または株式交換によって他社（以下「完全親会社」という。）の完全子会社となる場合、か

かる株式移転または株式交換に際して、新株予約権者に対する本新株予約権にかかる義務を、当該株式移転

または株式交換による完全親会社となる会社に承継させることができる。なお、承継された新株予約権の内

容の決定の方針は以下のとおりとする。
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①新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類

　　完全親会社の普通株式

②新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

　上記に記載の株式数（調整がなされた場合には調整後の株式数）に、株式移転または株式交換の際に当株

式1株に対して割り当てられる完全親会社株式の数の比率（以下「割当比率」という。）を乗じて計算し、1

株未満の端数はこれを切り捨てる。

③新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき額

　新株予約権の権利行使に際して払込みをなすべき金額については、以下の算式に基づいて計算し、計算の

結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

　　承継後払込金額　＝　承継前払込金額　×　（1 ÷ 割当比率）

④新株予約権の権利行使期間

　上記に定める期間として、承継時に権利行使期間が既に開始している場合には、株式交換または株式移転

の効力発生日より上記に定める期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の権利行使条件および取得事由等

　新株予約権の権利行使条件については、上記新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。ま

た、取得事由等については、下記に定める取得事由等と同様とする。

⑥承継後の新株予約権の譲渡制限

　承継後の新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

５．平成26年９月12日の取締役会決議により、平成26年10月15日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
　③第７回新株予約権（平成22年４月５日取締役会決議）

 
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)

新株予約権の数(個) ５ ５

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ５（注）１ 500（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50,000（注）２ 500（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成24年４月６日
至　平成32年４月５日

自　平成24年４月６日
至　平成32年４月５日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　50,000
資本組入額　25,000

発行価格　　500 　（注）５
資本組入額　250 　（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４ （注）４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
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３．ⅰ　以下(a)ないし(c)の区分に従い新株予約権を行使することができる（ただし、上記に定める新株予約権

を行使することができる期間中に限る）。権利行使可能な新株予約権の数は、当社が新株予約権者に対し当

初割り当てた個数を基準として計算し、１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。なお、権利行

使可能日とは、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と当社の株式が日本証券業協

会、東京証券取引所その他（国内国外を問わず）株式公開市場に上場し、かつ上場した日から６ヶ月を経過

した日のいずれか遅い日とする。

　(a)権利行使可能日（同日を含む。）から１年６ヶ月を経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた新株予約権の個数の50％を上限として権利行使できる。

　(b)権利行使可能日より１年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）から権利行使可能日より２年６ヶ月を

経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた新株予約権の個数の75％を上限として権利行使できる。

　(c)権利行使可能日より２年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）以降

　　　割り当てられた新株予約権の個数の100％を権利行使できる。

ⅱ　当社の従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職ないし会社都合による退職（懲戒解雇を除く）等正当な事由により上記地位を失った場

合は、退任ないし退職の日から６ヶ月以内に限り（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限

る）、新株予約権を行使することができる。

ⅲ　当社の顧問として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時における地位についてはこれを問わな

い。ただし、権利行使時までに、当該顧問が当社に対して重大な損害を与える等、当社と当該顧問との間の

信頼関係が喪失したものと当社の代表取締役が判断した場合には、新株予約権を行使できないものとする。

ⅳ　当社の従業員として新株予約権の割当を受けた者が、上記ⅰの権利行使可能日到来後に死亡した場合に

は、死亡の日から６ヶ月以内に限り（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限る）、その相

続人において新株予約権を行使することができる。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は

消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、②で定められる行使価額を組織再編行

為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的

である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記に新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧新株予約権の取得条項

　第２回新株予約権割当契約書に準じて決定する。

５．平成26年９月12日の取締役会決議により、平成26年10月15日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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　④第９回新株予約権（平成24年４月13日取締役会決議）

 
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)

新株予約権の数(個) 1,697 1,697

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)  1,697（注）１ 169,700（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 20,000（注）２ 200（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成26年４月14日
至　平成34年４月13日

自　平成26年４月14日
至　平成34年４月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　20,000
資本組入額　10,000

発行価格　　200 　（注）５
資本組入額　100 　（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４ （注）４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．ⅰ　以下(a)ないし(c)の区分に従い新株予約権を行使することができる（ただし、新株予約権を行使するこ

とができる期間中に限る）。権利行使可能な新株予約権の数は、当社が新株予約権者に対し当初割り当てた

個数を基準として計算し、１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。なお、権利行使可能日と

は、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と当社の株式が日本証券業協会、東京証

券取引所その他（国内国外を問わず）株式公開市場に上場し、かつ上場した日から６ヶ月を経過した日のい

ずれか遅い日とする。

　(a)権利行使可能日（同日を含む。）から１年６ヶ月を経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた新株予約権の個数の50％を上限として権利行使できる。

　(b)権利行使可能日より１年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）から権利行使可能日より２年６ヶ月を

経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた新株予約権の個数の75％を上限として権利行使できる。

　(c)権利行使可能日より２年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）以降

　　　割り当てられた新株予約権の個数の100％を権利行使できる。

ⅱ　当社の従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職ないし会社都合による退職（懲戒解雇を除く）等正当な事由により上記地位を失った場

合は、退任ないし退職の日から６ヶ月以内に限り（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限

る）、新株予約権を行使することができる。

ⅲ　新株予約権者が、上記ⅰの権利行使可能日到来後に死亡した場合には、死亡の日から６ヶ月以内に限り

（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限る）、その相続人において新株予約権を行使する

ことができる。
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４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は

消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘

案の上調整して得られる再編後払込金額に上記に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧新株予約権の取得条項

　第９回新株予約権割当契約書に準じて決定する。

５．平成26年９月12日の取締役会決議により、平成26年10月15日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
　⑤第10回新株予約権（平成24年４月13日取締役会決議）

 
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)

新株予約権の数(個) 216 216

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 216（注）１ 21,600（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 20,000（注）２   200（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成26年４月14日
至　平成34年４月13日

自　平成26年４月14日
至　平成34年４月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　20,000
資本組入額　10,000

発行価格　　200 　（注）５
資本組入額　100 　（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４ （注）４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．ⅰ　以下(a)ないし(c)の区分に従い新株予約権を行使することができる（ただし、新株予約権を行使するこ

とができる期間中に限る）。権利行使可能な新株予約権の数は、当社が新株予約権者に対し当初割り当てた

個数を基準として計算し、１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。なお、権利行使可能日と

は、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と当社の株式が日本証券業協会、東京証

券取引所その他（国内国外を問わず）株式公開市場に上場し、かつ上場した日から６ヶ月を経過した日のい

ずれか遅い日とする。

　(a)権利行使可能日（同日を含む。）から１年６ヶ月を経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた新株予約権の個数の50％を上限として権利行使できる。

　(b)権利行使可能日より１年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）から権利行使可能日より２年６ヶ月を

経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた新株予約権の個数の75％を上限として権利行使できる。

　(c)権利行使可能日より２年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）以降

　　　割り当てられた新株予約権の個数の100％を権利行使できる。

ⅱ　当社の従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職ないし会社都合による退職（懲戒解雇を除く）等正当な事由により上記地位を失った場

合は、退任ないし退職の日から６ヶ月以内に限り（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限

る）、新株予約権を行使することができる。

ⅲ　新株予約権者が、上記ⅰの権利行使可能日到来後に死亡した場合には、死亡の日から６ヶ月以内に限り

（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限る）、その相続人において新株予約権を行使する

ことができる。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は

消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘

案の上調整して得られる再編後払込金額に上記に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記④に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧新株予約権の取得条項

　第10回新株予約権割当契約書に準じて決定する。
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５．平成26年９月12日の取締役会決議により、平成26年10月15日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

　⑥第11回新株予約権（平成25年３月21日取締役会決議）

 
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)

新株予約権の数(個) 135 135

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 135（注）１ 13,500（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 20,000（注）２   200（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成25年３月22日
至　平成35年３月21日

自　平成25年３月22日
至　平成35年３月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　20,000
資本組入額　10,000

発行価格　　200 　（注）５
資本組入額　100 　（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４ （注）４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．ⅰ　新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位をも有しなくなっ

た場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任、定年退職ないし会社都合

による退職（懲戒解雇を除く）等正当な事由により上記地位を失った場合は、退任ないし退職の日から６ヶ

月以内に限り（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限る）、新株予約権を行使することが

できる。

ⅱ　行使の条件の特則として、以下のとおり定める。

以下（ａ）ないし（ｃ）の区分に従い本新株予約権を行使することができる。権利行使可能な本新株予約権

の数は、当初の割当個数を基準として計算し、1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

なお、権利行使可能日とは、第２条（本新株予約権の権利行使期間）に定める本新株予約権を行使すること

ができる期間の開始日と当株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他（国内国外を問わず）株式公開市

場に上場し、かつ、上場した日から６カ月を経過した日のいずれか遅い日とする。

（ａ）権利行使可能日（同日を含む。）から１年６ヶ月を経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた本新株予約権の個数の50％を上限として権利行使できる。

（ｂ）権利行使可能日より１年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）から権利行使可能日より２年６ヶ月を

　　　経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた本新株予約権の個数の75％を上限として権利行使できる。

（ｃ）権利行使可能日より２年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）以降

　　　割り当てられた本新株予約権の個数の100％を権利行使できる。
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ⅲ　権利行使可能日到来後に死亡した場合には、死亡の日から６ヶ月以内に限り（ただし、第２条（本新株

予約権の権利行使期間）に定める本新株予約権を行使することができる期間中に限る）、その相続人におい

て本新株予約権を行使することができる。

 

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は

消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘

案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象

会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧新株予約権の取得条項

　第11回新株予約権割当契約書に準じて決定する。

５．平成26年９月12日の取締役会決議により、平成26年10月15日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 
 

　⑦第12回新株予約権（平成25年12月17日取締役会決議）

 
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成26年12月31日)

新株予約権の数(個) 567 567

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 567（注）１ 56,700（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額(円) 20,000（注）２ 200（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成27年12月18日
至　平成35年12月17日

自　平成27年12月18日
至　平成35年12月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　20,000
資本組入額　10,000

発行価格　　200 　（注）５
資本組入額　100 　（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得
については、取締役会の承認
を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４ （注）４
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
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調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

３．ⅰ　以下(a)ないし(c)の区分に従い新株予約権を行使することができる（ただし、新株予約権を行使するこ

とができる期間中に限る）。権利行使可能な新株予約権の数は、当社が新株予約権者に対し当初割り当てた

個数を基準として計算し、１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。なお、権利行使可能日と

は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その

他（国内国外を問わず）株式公開市場に上場し、かつ上場した日から６ヶ月を経過した日のいずれか遅い日

とする。

　(a)権利行使可能日（同日を含む。）から１年６ヶ月を経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた新株予約権の個数の50％を上限として権利行使できる。

　(b)権利行使可能日より１年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）から権利行使可能日より２年６ヶ月を

経過する日（同日を含まない。）まで

　　　割り当てられた新株予約権の個数の75％を上限として権利行使できる。

　(c)権利行使可能日より２年６ヶ月を経過する日（同日を含む。）以降

　　　割り当てられた新株予約権の個数の100％を権利行使できる。

ⅱ　当社の従業員として新株予約権の割当を受けた者は、当社または当社子会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれの地位をも有しなくなった場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職ないし会社都合による退職（懲戒解雇を除く）等正当な事由により上記地位を失った場

合は、退任ないし退職の日から６ヶ月以内に限り（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限

る）、新株予約権を行使することができる。

ⅲ　新株予約権者が、上記ⅰの権利行使可能日到来後に死亡した場合には、死亡の日から６ヶ月以内に限り

（ただし、新株予約権を行使することができる期間中に限る）、その相続人において新株予約権を行使する

ことができる。

EDINET提出書類

株式会社ＡＬＢＥＲＴ(E31276)

有価証券届出書（新規公開時）

 50/115



 

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は

消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会

社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘

案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象

会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧新株予約権の取得条項

　第12回新株予約権割当契約書に準じて決定する。

５．平成26年９月12日の取締役会決議により、平成26年10月15日付で１株を100株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年２月28日
（注）１

2,500 18,300 25,000 339,000 25,000 339,000

平成26年４月30日
（注）２

― 18,300 ― 339,000 △339,000 ―

平成26年10月15日
（注）３

1,811,700 1,830,000 ― 339,000 ― ―
 

(注)１．有償第三者割当

　発行価格　１株につき20,000円　資本組入額１株につき10,000円

　割当先　株式会社ADKインタラクティブ

　　　２．平成26年３月28日開催の定時株主総会決議に伴う欠損填補のための資本準備金取崩しを行っております。

　３．平成26年10月15日開催の臨時株主総会決議に伴う株式分割(1:100)によるものであります。

 
(5) 【所有者別状況】

平成26年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 (人) ― ― ― 13 1 ― 53 67 ―

所有株式数
(単元)

― ― ― 8,100 888 ― 9,312 18,300 ―

所有株式数の
割合(％)

― ― ― 44.26 4.85 ― 50.89 100 ―
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,830,000 18,300
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,830,000 ― ―

総株主の議決権 ― 18,300 ―
 

 

② 【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。
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(7) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法および会社法に基づき新株予約権を

発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

　

　①第１回新株予約権

決議年月日 平成18年４月24日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　２名
当社の監査役　－名
当社の従業員　９名
外部協力者　　２名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　　（注）平成26年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により11名減少し、２名であります。

　

　②第２回新株予約権

決議年月日 平成19年３月８日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　８名
外部協力者　　－名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　（注）平成26年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により６名減少し、２名であります。

　

　③第７回新株予約権

決議年月日 平成22年４月５日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　10名
外部協力者　　１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　　（注）平成26年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職等により10名減少し、１名であります。

　

　④第９回新株予約権

EDINET提出書類

株式会社ＡＬＢＥＲＴ(E31276)

有価証券届出書（新規公開時）

 53/115



決議年月日 平成24年４月13日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　２名
当社の監査役　１名
当社の従業員　－名
外部協力者　　－名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　

　⑤第10回新株予約権

決議年月日 平成24年４月13日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　14名
外部協力者　　－名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　　（注）平成26年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職により３名減少し、11名であります。

 
　⑥第11回新株予約権

決議年月日 平成25年３月21日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　－名
当社の監査役　１名
当社の従業員　10名
外部協力者　　－名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　　（注）平成26年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職により３名減少し、８名であります。
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　⑦第12回新株予約権

決議年月日 平成25年12月17日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　１名
当社の監査役　－名
当社の従業員　11名
外部協力者　　－名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

　　　（注）平成26年12月31日現在におきましては、付与対象者は退職により１名減少し、10名であります。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】
 

　　　　該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　　該当事項はありません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　　　　該当事項はありません。

 

 

３ 【配当政策】

当社では、永続的な利益成長を目指し、その成長に応じて株主の皆様に利益を還元することを重要な経営課題と認

識し、その上で経営基盤の強化及び中長期的な事業展開に備える内部留保と資本効率等を総合的に勘案したうえで、

毎期の配当方針を決定することを基本方針としております。

　当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。第９期事業年度の配当につ

きましては、無配とさせていただきました。

　内部留保資金につきましては、自己資本の充実を目的として一定の手元資金を確保するとともに、構想力を更に強

化するための投資、中期的に成長が見込める事業への投資など、成長に向けた効果的な活用に備えてまいります。

　なお、剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であり

ます。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

４ 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

会長
― 山川　義介 昭和32年１月８日

昭和56年４月 東京電気化学工業株式会社（現 TDK株

式会社）入社

（注）３ 329,400

平成４年10月 株式会社マルマン入社

平成７年７月 株式会社エムアンドシー 代表取締役

平成12年３月 株式会社インタースコープ 取締役副

社長

平成13年６月 同社代表取締役社長

平成17年７月 同社代表取締役会長

平成17年７月 当社設立　代表取締役会長（現任）

代表取締役

社長
― 上村　崇 昭和54年８月４日

平成15年５月 アクセンチュア株式会社入社

（注）３ 122,800平成16年７月 株式会社インタースコープ入社

平成17年７月 当社設立　代表取締役社長（現任）

取締役 ― 山口　哲央 昭和44年６月４日

平成４年４月 三菱商事株式会社入社

（注）３ ―

平成11年10月 NTT移動通信網株式会社（現 株式会社

NTTドコモ）入社

平成14年２月 株式会社博報堂入社

平成20年８月 株式会社Mana&Co.入社

平成25年３月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社入社

平成25年10月 株式会社博報堂アイ・スタジオ 取締

役

平成26年３月 当社取締役（現任）

平成26年４月 デジタル・アドバタイジング・コン

ソーシアム株式会社 執行役員テクノ

ロジーサービス本部長（現任）

常勤監査役 ― 谷本　篤彦 昭和22年11月17日

昭和45年４月 株式会社日立製作所入社

（注）４ 4,500

平成14年４月 同社情報事業統括本部ビジネス開発営

業センタ長

平成15年４月 株式会社日立インフォメーションアカ

デミー 取締役研修サービス本部長

平成16年10月 同社取締役営業本部長

平成18年４月 同社取締役副学院長

平成24年４月 当社監査役（現任）

監査役 ― 保月　英機 昭和16年10月９日

昭和40年４月 東京電気化学工業株式会社（現 TDK株

式会社）入社

（注）４ 10,000
平成14年11月 株式会社インタースコープ監査役

平成15年６月 同社取締役

平成16年９月 同社監査役

平成19年７月 当社監査役（現任）

監査役 ― 江南　清司 昭和22年９月14日

昭和49年１月 東京電気化学工業株式会社（現 TDK株

式会社）入社

（注）４ 10,000

平成17年７月 同社取締役 執行役員経理部長

平成19年７月 同社取締役 常務執行役員

平成20年７月 同社取締役 専務執行役員

平成22年７月 同社顧問

平成26年３月 当社監査役（現任）

      計 476,700
 

(注) １．取締役山口哲央は、社外取締役であります。

２．監査役谷本篤彦及び江南清司は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成26年10月15日開催の臨時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成26年10月15日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、

執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、データ分析部長安達章浩、システム開発・コンサル

ティング部長池内孝啓、経営管理部長木野英明、経営企画部長佐藤めぐみ、マーケティングソリューション

部長平原昭次で構成されております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、“分析力をコアとし、顧客の意思決定と問題解決を支援する”を経営理念とし、株主、取引先、社員

等、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、コーポレート•ガバナンスの充実を経営上

の重要課題の一つと認識し、整備を進めております。

このため、経営の健全性•効率性•透明性を確保すべく、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速•適

正•合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート•ガバナ

ンスの充実に取り組んでまいります。

 
②　企業統治の体制の状況

当社の業務の意思決定・執行及び監査についての体制は、下図のとおりであります。

イ．取締役会・役員体制

当社の取締役会は、取締役３名（うち社外取締役１名）で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要

に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づ

き重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席

し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

なお、取締役会の開催状況は、平成24年12月期13回、平成25年12月期13回それぞれ開催しており、社外取締役

の出席率は、平成24年12月期100%、平成25年12月期100%で、随時、貴重な質問・意見等の発言をしております。

ロ．監査役会・監査役

当社は、平成26年３月より、監査役会制度を採用しております。監査役会は監査役３名で構成されており、う

ち１名は常勤監査役であります。監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を

述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、監査役会規程に基づき毎月の定例監査役会を

開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果の検討等、監

査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携をとり、監

査の実効性と効率性の向上を目指しております。

なお、監査役会の開催状況は、平成26年３月監査役会創設以降、毎月１回開催しており、社外監査役の出席率

は100%であります。
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ハ．執行役員会

当社の執行役員会は、執行役員５名で構成されており、原則として毎月１回開催しております。出席者は執行

役員のほか、オブザーバとして社内取締役、監査役、部長などが必要に応じて参加しております。執行役員会で

は、各部門からの業務執行状況報告を行うとともに、事業計画の達成状況、経営上の重要情報等の共有、事業課

題の解決などを中心に、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的

として運営しております。また、コンプライアンス委員会も兼ねており、社内における法令遵守の実効性を高め

るための体制となっております。

 
③　内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況又は準備状況

当社は平成26年４月15日開催の取締役会において、以下イ．～リ．のとおり「内部統制システム構築に関する基

本方針」を決議し、この方針に基づいて業務の適正を確保するための体制を整備・運用しております。

イ．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（a）法令•定款及び社会規範を遵守するための「行動規範」を制定し、全社に周知•徹底します。

(b) コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体

制の構築・維持にあたります。

（c）コンプライアンスに関する教育•研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持•向上を図る。

（d）内部通報制度を設け、問題の早期発見•未然防止を図り、適切かつ迅速に対応します。

(e) 当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固として

これを拒絶します。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び情報管理規程等に基づき、適正に保存及び管理を行い

ます。

（b）取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとします。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、事業活動における各種リスクに対する予防•

軽減体制の強化を図る。これに従いリスク管理にかかる「リスク管理マニュアル」を制定し、会社の事業活動に

おいて想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価•管理体制を構築します。危機発生時に

は、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものと

します。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（a）取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離します。

(b) 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図るととも

に、事業運営の迅速化を図ります。

（c）取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催します。

　ホ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用

人の取締役からの独立性に関する事項

（a）当面、監査役スタッフは置かないものの、業務監査及び日常業務については経営管理部の補助を受けるもの

 　　とします。

（b）また将来監査役スタッフが求められた場合、会社は監査役会と協議の上その人選を行うものとします。

ヘ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

（a）監査役は、取締役会のほか執行役員会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告

      を求めることができるものとします。

（b）取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときに

　　　 は、速やかに監査役に報告するものとします。

（c）取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する

    ものとします。

ト．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（a）監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保します。

（b）監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。

（c）監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図ります。

チ．財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性確保のため、代表取締役社長を筆頭として、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制

活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築します。
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リ．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

当社は、「ALBERT行動規範」において、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、ま

た不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。

 
④　内部監査及び監査役監査の状況

当社は、会社規模が小さく、担当人員に限りがあることから、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表

取締役社長の命を受けた経営管理部長が内部監査人として、自己の属する部門を除く当社全体を継続的に監査して

おります。一方、経営管理部が内部監査を受けるときは代表取締役社長が指名した経営企画部長が経営管理部の監

査を実施し、相互に牽制する体制をとっております。

　監査役監査は、３名の監査役(内社外監査役２名)で監査役会を構成し、取締役による業務執行を監査しておりま

す。監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、適切な審議や助言を行うことで経営の監視機

能を確保するよう努めております。

　また、内部監査人、監査役及び会計監査人は、監査の相互補完および効率性の観点から、適宜情報交換を行うと

ともに相互に連携し、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図り、監査

の実効性を高めております。

 
⑤　社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役が企業統治において果たす役割と機能は取締役の独立性の立場において、社外取締役が持つ知見など

に基づき、外部的視点から、如何に企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えてお

ります。社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役からの独立性の立場に立ち、業務執行に対す

る監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

　当社において、社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性について特段の定めはありませんが、専門的な

知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れ

がないことを基本的な考えとして選任しております。

　社外取締役の山口哲央氏は、当社と資本提携及び業務提携関係にある、デジタル・アドバタイジング・コンソー

シアム株式会社の執行役員テクノロジーサービス本部長であり、インターネット広告業界における知識、経験を豊

富に持ち、当社の経営に貴重な意見をいただける方として選任しております。

　社外監査役の谷本篤彦氏は、大手メーカー勤務を通した豊富なマネジメント経験等により、当社の経営に貴重な

意見をいただける方として選任しております。谷本篤彦氏は、当社の株式を4,500株及び新株予約権を45個、それぞ

れ保有しておりますが、この関係以外に当社との間で直接的な利害関係はありません。

　社外監査役の江南清司氏は、大手メーカー勤務を通した幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有してい

ることから、社外監査役としての職務を遂行いただける方として選任しております。江南清司氏は、当社の株式を

10,000株保有しておりますが、この関係以外に当社との間で直接的な利害関係はありません。

　なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、上記

④と同様であります。
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⑥　役員報酬等

(a) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種別の総額（千円） 対象となる役

員の人員数

（人）基本報酬
ストック・オ

プション
賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
38,500 38,500 ― ― ― ２

監査役

（社外監査役を除く）
1,200 1,200 ― ― ― １

社外役員 2,400 2,400 ― ― ― ２
 

（注）１．社外役員のうち、１名は社外取締役ですが役員報酬等を支払っておりません。

　　　　２．株主総会決議による報酬限度額は、取締役が年額200,000千円以内、監査役が年額30,000千円以

　　　　　　内であります。

(b) 役員ごとの報酬等の総額等

　 報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　 該当事項はありません。　

(d) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

　 各役員の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役については取締役会の決議

 により決定し、監査役については監査役の協議にて決定しております。

 
⑦　株式の保有状況

　　　該当事項はありません。

 
⑧　会計監査の状況

　　当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。

　(a)　業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　指定有限責任社員・業務執行社員　公認会計士　吉田敏宏

　　　　　指定有限責任社員・業務執行社員　公認会計士　押谷崇雄

　(b)　監査業務に係る補助者の構成

　　　　公認会計士　　４名

　　　　　その他　　　　２名

 
⑨　取締役の定数

　　当社の取締役は３名以上７名以内とする旨を定款で定めております。

 
⑩　取締役の選任の決議要件

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

 
⑪　会社法第309条第２項に定める決議

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。

 
⑫　株主総会決議事項のうち、取締役会で決議することができることとした事項

(a)　自己株式の取得に関する事項　

当社は、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うため、会社法第165条第２項の

規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
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(b)　中間配当に関する事項

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決

議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

(c)　取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む。）の損害賠償

責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

最近事業年度の前事業年度 最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

3,500 － 7,000 －
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（最近事業年度の前事業年度）

　　該当事項はありません。

 

　（最近事業年度）

　　該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査報酬は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえで

決定しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１. 財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

 
(2) 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 
２. 監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成24年１月１日から平成24年12月31

日まで)及び当事業年度(平成25年１月１日から平成25年12月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法

人の監査を受けております。

　

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成26年７月１日から平成26

年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成26年１月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期財務諸表につ

いて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 
３. 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表及び四半期連結財務諸表を作成しておりません。

　

４. 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容及び改正等を適切に把握し的確かつタイムリーに対応するために、監査法人及び各種

団体が主催するセミナー・研修会への参加などを通じて、積極的な専門知識の蓄積及び情報収集活動に努めておりま

す。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成24年12月31日)
当事業年度

(平成25年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 115,579 152,781

  受取手形 ― 1,785

  売掛金 ※１  49,641 ※１  97,342

  仕掛品 8,699 645

  貯蔵品 338 307

  前渡金 ― 884

  前払費用 2,376 3,637

  繰延税金資産 ― 46,540

  その他 3 ―

  流動資産合計 176,638 303,925

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 4,436 4,436

    減価償却累計額 △1,685 △1,983

    建物（純額） 2,751 2,453

   工具、器具及び備品 12,901 4,794

    減価償却累計額 △11,549 △3,557

    工具、器具及び備品（純額） 1,351 1,236

   有形固定資産合計 4,102 3,690

  無形固定資産   

   商標権 174 430

   ソフトウエア 11,304 12,564

   ソフトウエア仮勘定 537 5,239

   無形固定資産合計 12,015 18,235

  投資その他の資産   

   長期前払費用 662 891

   差入保証金 5,713 5,713

   保険積立金 1,978 2,897

   繰延税金資産 － 1,034

   投資その他の資産合計 8,353 10,536

  固定資産合計 24,472 32,462

 資産合計 201,110 336,387
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成24年12月31日)
当事業年度

(平成25年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※１  30,258 ※１  29,975

  未払金 13,283 18,408

  未払費用 14,007 20,673

  未払法人税等 1,434 7,394

  未払消費税等 3,225 8,716

  前受金 1,475 705

  預り金 1,786 2,997

  賞与引当金 8,536 26,048

  流動負債合計 74,008 114,919

 負債合計 74,008 114,919

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 339,000 339,000

  資本剰余金   

   資本準備金 339,000 339,000

   資本剰余金合計 339,000 339,000

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △550,898 △456,532

   利益剰余金合計 △550,898 △456,532

  株主資本合計 127,101 221,467

 純資産合計 127,101 221,467

負債純資産合計 201,110 336,387
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【四半期貸借対照表】

          (単位：千円)

          
当第３四半期会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 232,475

  受取手形及び売掛金 116,402

  仕掛品 11,696

  貯蔵品 307

  繰延税金資産 48,510

  その他 4,475

  流動資産合計 413,868

 固定資産  

  有形固定資産 2,875

  無形固定資産  

   ソフトウエア 13,019

   その他 9,259

   無形固定資産合計 22,278

  投資その他の資産  

   敷金 56,513

   その他 11,463

   投資その他の資産合計 67,977

  固定資産合計 93,131

 資産合計 506,999

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 22,540

  未払法人税等 12,453

  賞与引当金 14,687

  その他 66,335

  流動負債合計 116,017

 負債合計 116,017

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 339,000

  利益剰余金 51,981

  株主資本合計 390,981

 純資産合計 390,981

負債純資産合計 506,999
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年12月31日)

当事業年度
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 410,862 647,734

売上原価 220,053 344,311

売上総利益 190,809 303,422

販売費及び一般管理費 ※１、※２  174,060 ※１、※２  251,983

営業利益 16,748 51,439

営業外収益   

 受取利息 19 56

 為替差益 576 1,578

 その他 0 47

 営業外収益合計 596 1,683

営業外費用   

 支払利息 36 ―

 保険解約損 15 15

 営業外費用合計 51 15

経常利益 17,294 53,107

特別損失   

 固定資産除却損 ※３  ― ※３  545

 特別損失合計 ― 545

税引前当期純利益 17,294 52,562

法人税、住民税及び事業税 290 5,771

法人税等調整額 ― △47,574

法人税等合計 290 △41,803

当期純利益 17,004 94,365
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【売上原価明細書】

　

  
前事業年度

(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当事業年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費  86,263 37.7 106,592 31.7

Ⅱ 経費 ※ 142,318 62.3 229,665 68.3

    当期総製造費用  228,581 100.0 336,258 100.0

    仕掛品期首たな卸高  170  8,699  

合計  228,752  344,957  

    仕掛品期末たな卸高  8,699  645  

   当期売上原価  220,053  344,311  
 

　

(注)※ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

外注費 95,243 182,917

設備費 25,491 25,411
 

 
(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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【四半期損益計算書】

 

【第３四半期累計期間】

          (単位：千円)

          当第３四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 687,772

売上原価 283,103

売上総利益 404,669

販売費及び一般管理費 219,045

営業利益 185,623

営業外収益  

 受取利息 76

 為替差益 507

 講演料等収入 722

 その他 10

 営業外収益合計 1,316

営業外費用  

 株式公開費用 5,600

 その他 23

 営業外費用合計 5,623

経常利益 181,316

税引前四半期純利益 181,316

法人税、住民税及び事業税 13,792

法人税等調整額 △1,990

法人税等合計 11,802

四半期純利益 169,514
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③ 【株主資本等変動計算書】

　前事業年度（自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日）

（単位：千円）

 

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 339,000 339,000 339,000 △567,902 △567,902 110,097 110,097

当期変動額        

　当期純利益    17,004 17,004 17,004 17,004

当期変動額合計 － － － 17,004 17,004 17,004 17,004

当期末残高 339,000 339,000 339,000 △550,898 △550,898 127,101 127,101
 

 

　当事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

（単位：千円）

 

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 339,000 339,000 339,000 △550,898 △550,898 127,101 127,101

当期変動額        

　当期純利益    94,365 94,365 94,365 94,365

当期変動額合計 － － － 94,365 94,365 94,365 94,365

当期末残高 339,000 339,000 339,000 △456,532 △456,532 221,467 221,467
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年12月31日)

当事業年度
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 17,294 52,562

 減価償却費 6,747 6,636

 固定資産除却損 - 545

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,313 17,511

 受取利息 △19 △56

 為替差益 △490 △1,399

 売上債権の増減額（△は増加） △9,198 △49,486

 たな卸資産の増減額（△は増加） △8,722 8,083

 前払費用の増減額（△は増加） △955 △1,260

 仕入債務の増減額（△は減少） 30,220 △283

 未払金の増減額（△は減少） 3,488 3,039

 未払費用の増減額（△は減少） 4,075 6,666

 未払消費税等の増減額（△は減少） 156 5,491

 預り金の増減額（△は減少） 373 1,210

 その他 1,795 △1,453

 小計 47,078 47,806

 利息及び配当金の受取額 19 56

 利息の支払額 △36 -

 法人税等の支払額 - △8

 営業活動によるキャッシュ・フロー 47,061 47,854

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 無形固定資産の取得による支出 △11,274 △9,746

 有形固定資産の取得による支出 △1,327 △305

 保険積立金の解約による収入 - 37

 保険積立金の積立による支出 △692 △956

 差入保証金の差入による支出 △2,294 -

 長期前払費用の増減額（△は増加） △697 △1,080

 定期預金の預入による支出 - △100,000

 定期預金の払戻による収入 - 50,000

 投資活動によるキャッシュ・フロー △16,285 △62,051

現金及び現金同等物に係る換算差額 490 1,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,266 △12,797

現金及び現金同等物の期首残高 84,312 115,579

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  115,579 ※１  102,781
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【注記事項】

(重要な会計方針)

 
前事業年度(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

　

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物(建物附属設備を除く)は定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年以内)に基づいております。

 
３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

 
４．収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウエアにかかる売上高及び売上原価の計上基準

(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウエア制作

　　　工事進行基準(契約の進捗率の見積りは原価比例法)

(2) その他のソフトウエア制作

　　　工事完成基準

 
５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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当事業年度(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 
２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物(建物附属設備を除く)は定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年以内)に基づいております。

 
３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

 
４．収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウエアにかかる売上高及び売上原価の計上基準

(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウエア制作

工事進行基準(契約の進捗率の見積りは原価比例法)

(2) その他のソフトウエア制作

工事完成基準

 
５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＡＬＢＥＲＴ(E31276)

有価証券届出書（新規公開時）

 74/115



 

(会計方針の変更)

前事業年度(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

(１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用)

当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号　平成22年６月30日)、「１株

当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表分)及び「１

株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第９号　平成22年６月30日)を適用しております。

当事業年度及び翌事業年度の貸借対照表日後において株式分割を行いましたが、当事業年度の期首に当該株式分割

が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。

なお、１株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

当事業年度(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成25年１月１日以後に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

　

　

(表示方法の変更)

前事業年度 (平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第３項により、平成25年12月期における表示方法の変

更の注記と同様の内容を記載しております。

(損益計算書)

翌事業年度より、「販売費及び一般管理費」の主要な費用及び金額の注記に記載しておりました「地代家賃」

「販売促進費」は、金額的重要性が乏しくなったため、記載を省略しております。

なお、当事業年度の「地代家賃」「販売促進費」はそれぞれ、10,069千円、9,486千円であります。

翌事業年度より、「販売費及び一般管理費」の主要な費用及び金額の注記に記載していなかった「研究開発費」

は、金額的重要性が増したため、主要な費用及び金額の注記に記載しております。

この結果、当事業年度において表示していなかった「研究開発費」1,886千円は「販売費及び一般管理費」の主要

な費用及び金額の注記に記載しております。

　

当事業年度 (平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の主要な費用及び金額の注記に記載しておりました「地代家賃」

「販売促進費」は、金額的重要性が乏しくなったため、記載を省略しております。

なお、前事業年度の「地代家賃」「販売促進費」はそれぞれ、10,069千円、9,486千円であります。

前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の主要な費用及び金額の注記に記載していなかった「研究開発

費」は、金額的重要性が増したため、主要な費用及び金額の注記に記載しております。

この結果、前事業年度において表示していなかった「研究開発費」1,886千円は「販売費及び一般管理費」の主要な

費用及び金額の注記に記載しております。

　

　

(追加情報)

前事業年度 (自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用しております。

　

当事業年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

該当事項はありません。

　

(貸借対照表関係)

※１　関係会社に対する資産及び負債は、次のとおりであります。
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前事業年度

(平成24年12月31日)
当事業年度

(平成25年12月31日)

売掛金  － 3,858千円

買掛金 17,287千円 17,016千円
 

　

(損益計算書関係)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度11.17%、当事業年度6.79%、一般管理費に属する費用のお

お　よその割合は前事業年度88.83%、当事業年度93.21%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年１月１日
 至 平成24年12月31日)

当事業年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

役員報酬  28,800千円 42,100千円

給料手当 48,375千円 73,571千円

賞与引当金繰入額 4,262千円 14,024千円

法定福利費 10,251千円 15,133千円

採用研修費 8,976千円 13,584千円

研究開発費 1,886千円 16,319千円

減価償却費 961千円 1,114千円
 

 

※２　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年１月１日
 至 平成24年12月31日)

当事業年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

研究開発費  1,886千円 16,319千円
 

 

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 平成24年１月１日
 至 平成24年12月31日)

当事業年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

工具、器具及び備品  － 31千円

ソフトウエア仮勘定 － 513千円

計 － 545千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 18,300 ― ― 18,300
 

 

２  自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４  配当に関する事項

　　　　該当事項はありません。

 
当事業年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日）

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 18,300 ― ― 18,300
 

 

２  自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４  配当に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

 
(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 

 
前事業年度

(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当事業年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

現金及び預金 115,579千円 152,781千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － △50,000千円

現金及び現金同等物 115,579千円 102,781千円
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(金融商品関係)

前事業年度(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

１　金融商品の状況に関する事項

　（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用に関しては、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については自己資金からの充当

による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針であります。

　　（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、当社の与

信管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日管理及び残高管理

を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　営業債務である買掛金、未払金は、１年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動

性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法に

より、当該リスクを管理しております。

　　（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が

含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価格が変動することがあります。　　

   

２　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 115,579 115,579 ―

(2) 売掛金 49,641 49,641 ―

資産計 165,220 165,220 ―

(1) 買掛金 30,258 30,258 ―

(2) 未払金 13,283 13,283 ―

負債計 43,541 43,541 ―
 

（注１）金融商品の時価の算定方法

資  産

　（1）現金及び預金、（2）売掛金

　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっており

　　ます。

負  債

　（1）買掛金、（2）未払金

　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっており

　　ます。

（注２）金銭債権及び満期ある有価証券の決算日後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 115,579 - - -

売掛金 49,641 - - -

合計 165,220 - - -
 

（注３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　該当事項はありません。
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当事業年度(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

１　金融商品の状況に関する事項

　（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用に関しては、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については自己資金からの充当

による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針であります。

　（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、当社の与

信管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日管理及び残高管理

を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　営業債務である買掛金、未払金は、１年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動

性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法に

より、当該リスクを管理しております。

　（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格

　　　　が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

　　　　用することにより、当該価格が変動することがあります。　　

   

２　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 152,781 152,781 ―

(2) 売掛金 97,342 97,342 ―

資産計 250,124 250,124 ―

(1) 買掛金 29,975 29,975 ―

(2) 未払金 18,408 18,408 ―

負債計 48,384 48,384 ―
 

（注１）金融商品の時価の算定方法

資  産

　（1）現金及び預金、（2）売掛金

　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっており

　　ます。　

負  債

　（1）買掛金、（2）未払金

　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっており

　　ます。

（注２）金銭債権及び満期ある有価証券の決算日後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 152,743 - - -

売掛金 97,342 - - -

合計 250,085 - - -
 

（注３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　当事業年度(平成24年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、平成26年10月15日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載してお

ります。

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び
人数

当社の取締役　２名
当社の監査役　－名
当社の従業員　９名
外部協力者　２名

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　８名
外部協力者　－名

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　５名
外部協力者　－名

株式の種類及び付与数 普通株式　72,400株 普通株式　40,300株 普通株式　25,800株

付与日 平成18年４月24日 平成19年３月８日 平成20年２月６日

権利確定条件

権利確定条件は付されてお
りません。
行使条件については新株予
約権者と締結する「新株予
約権割当契約書」に定めて
おります。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成20年４月25日
至　平成28年４月24日

自　平成21年３月９日
至　平成29年３月８日

自　平成22年９月20日
至　平成28年６月26日

 

 
決議年月日 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

付与対象者の区分及び
人数

当社の取締役　２名
当社の監査役　１名
当社の従業員　－名
外部協力者　－名

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　３名
外部協力者　－名

当社の取締役　２名
当社の監査役　１名
当社の従業員　－名
外部協力者　－名

株式の種類及び付与数 普通株式　44,600株 普通株式　2,000株 普通株式　31,500株

付与日 平成20年３月27日 平成21年４月24日 平成22年４月12日

権利確定条件

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成22年３月27日
至　平成30年３月26日

自　平成23年４月24日
至　平成31年４月23日

自　平成24年４月６日
至　平成32年４月５日

 

　

EDINET提出書類

株式会社ＡＬＢＥＲＴ(E31276)

有価証券届出書（新規公開時）

 80/115



 

決議年月日 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

付与対象者の区分及び
人数

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　10名
外部協力者　１名

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　１名
外部協力者　－名

当社の取締役　２名
当社の監査役　１名
当社の従業員　－名
外部協力者　－名

株式の種類及び付与数 普通株式　10,900株 普通株式　1,500株 普通株式　169,700株

付与日 平成22年４月５日 平成22年４月12日 平成24年４月13日

権利確定条件

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成24年４月６日
至　平成32年４月５日

自　平成24年４月10日
至　平成32年４月９日

自　平成26年４月14日
至　平成34年４月13日

 

　

決議年月日 第10回新株予約権

付与対象者の区分及び
人数

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　14名
外部協力者　－名

株式の種類及び付与数 普通株式　24,300株

付与日 平成24年４月13日

権利確定条件

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成26年４月14日
至　平成34年４月13日

 

　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①  ストック・オプションの数

決議年月日 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利確定前    

 前事業年度末(株) - - -

  付与(株) - - -

  失効(株) - - -

  権利確定(株) - - -

  未確定残(株) - - -

権利確定後    

 前事業年度末(株) 65,200 10,500 1,000

  権利確定(株) 65,200 - -

  権利行使(株) - - -

  失効(株) 63,200 - 1,000

  未行使残(株) 2,000 10,500 -
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決議年月日 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

権利確定前    

 前事業年度末(株) - - -

  付与(株) - - -

  失効(株) - - -

  権利確定(株) - - -

  未確定残(株) - - -

権利確定後    

 前事業年度末(株) 446,000 2,000 31,500

  権利確定(株) - - -

  権利行使(株) - - -

  失効(株) 446,000 2,000 31,500

  未行使残(株) - - -
 

　

決議年月日 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

権利確定前    

 前事業年度末(株) 500 - -

  付与(株) - - 169,700

  失効(株) - - -

  権利確定(株) 500 - -

  未確定残(株) - - 169,700

権利確定後    

 前事業年度末(株) - 1,500 -

  権利確定(株) 500 - -

  権利行使(株) - - -

  失効(株) - 1,500 -

  未行使残(株) 500 - -
 

 
決議年月日 第10回新株予約権

権利確定前  

 前事業年度末(株) -

  付与(株) 24,300

  失効(株) -

  権利確定(株) -

  未確定残(株) 24,300

権利確定後  

 前事業年度末(株) -

  権利確定(株) -

  権利行使(株) -

  失効(株) -

  未行使残(株) -
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② 単価情報

決議年月日 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利行使価格(円) 500 200 500

行使時平均株価(円) - - -

付与日における公正な評価単価
(円)

- - -
 

 
決議年月日 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

権利行使価格(円) 500 500 500

行使時平均株価(円) - - -

付与日における公正な評価単価
(円)

- - -
 

 
決議年月日 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

権利行使価格(円) 500 500 200

行使時平均株価(円) - - -

付与日における公正な評価単価
(円)

- - -
 

　

決議年月日 第10回新株予約権

権利行使価格(円) 200

行使時平均株価(円) -

付与日における公正な評価単価
(円)

-
 

 
３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当社は未公開企業であることから、単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また単位当たりの本

源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価額を控除する方式で算定しており、当社株式の評価方

法は、当社事業計画に基づいたディスカウント・キャッシュフロー方式により算出した価値により決定しており

ます。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用しております。

　

５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度における本源的価値の合計額及び権利

行使されたストック・オプションの権利行使時における本源的価値の合計額

　　　（１）当事業年度における本源的価値の合計額　　　　　　　　　－千円

　　　（２）当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額　　－千円
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当事業年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

 該当事項はありません。

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　当事業年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数　　　については、平成26年10月15日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記

載しております。

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第７回新株予約権

付与対象者の区分及び
人数

当社の取締役　２名
当社の監査役　－名
当社の従業員　９名
外部協力者　２名

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　８名
外部協力者　－名

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　10名
外部協力者　１名

株式の種類及び付与数 普通株式　72,400株 普通株式　40,300株 普通株式　10,900株

付与日 平成18年４月24日 平成19年３月８日 平成22年４月５日

権利確定条件

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成20年４月25日
至　平成28年４月24日

自　平成21年３月９日
至　平成29年３月８日

自　平成24年４月６日
至　平成32年４月５日

 

　

決議年月日 第９回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権

付与対象者の区分及び
人数

当社の取締役　２名
当社の監査役　１名
当社の従業員　－名
外部協力者　－名

当社の取締役　－名
当社の監査役　－名
当社の従業員　14名
外部協力者　－名

当社の取締役　－名
当社の監査役　１名
当社の従業員　10名
外部協力者　－名

株式の種類及び付与数 普通株式　169,700株 普通株式　24,300株 普通株式　14,700株

付与日 平成24年４月13日 平成24年４月13日 平成25年３月21日

権利確定条件

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　平成26年４月14日
至　平成34年４月13日

自　平成26年４月14日
至　平成34年４月13日

（税制適格ストック・オプ
ション）
自　平成27年３月22日
至　平成35年３月21日
（税制非適格ストック・オ
プション）
自　平成25年３月22日
至　平成35年３月21日
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決議年月日 第12回新株予約権

付与対象者の区分及び
人数

当社の取締役　１名
当社の監査役　－名
当社の従業員　11名
外部協力者　－名

株式の種類及び付与数 普通株式　56,700株

付与日 平成25年12月20日

権利確定条件

権利確定条件は付されてお
りません。
なお、権利行使時において
当社の取締役、監査役また
は従業員のいずれかの地位
にあることを要します。そ
の他の行使条件については
新株予約権者と締結する
「新株予約権割当契約書」
に定めております。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成27年12月18日
至　平成35年12月17日

 

　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①  ストック・オプションの数

決議年月日 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第７回新株予約権

権利確定前    

 前事業年度末(株) - - -

  付与(株) - - -

  失効(株) - - -

  権利確定(株) - - -

  未確定残(株) - - -

権利確定後    

 前事業年度末(株) 2,000 10,500 500

  権利確定(株) - - -

  権利行使(株) - - -

  失効(株) - - -

  未行使残(株) 2,000 10,500 500
 

　

決議年月日 第９回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権

権利確定前    

 前事業年度末(株) 169,700 24,300 -

  付与(株) - - 14,700

  失効(株) - 2,700 1,200

  権利確定(株) - - 4,500

  未確定残(株) 169,700 21,600 9,000

権利確定後    

 前事業年度末(株) - - -

  権利確定(株) - - 4,500

  権利行使(株) - - -

  失効(株) - - -

  未行使残(株) - - 4,500
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決議年月日 第12回新株予約権

権利確定前  

 前事業年度末(株) -

  付与(株) 56,700

  失効(株) -

  権利確定(株) -

  未確定残(株) 56,700

権利確定後  

 前事業年度末(株) -

  権利確定(株) -

  権利行使(株) -

  失効(株) -

  未行使残(株) -
 

　

②  単価情報

決議年月日 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第７回新株予約権

権利行使価格(円) 500 200 500

行使時平均株価(円) - - -

付与日における公正な評価単価
(円)

- - -
 

　

決議年月日 第９回新株予約権 第10回新株予約権 第11回新株予約権

権利行使価格(円) 200 200 200

行使時平均株価(円) - - -

付与日における公正な評価単価
(円)

- - -
 

　

決議年月日 第12回新株予約権

権利行使価格(円) 200

行使時平均株価(円) -

付与日における公正な評価単価
(円)

-
 

　

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当社は未公開企業であることから、単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また単位当たりの本

源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価額を控除する方式で算定しており、当社株式の評価方

法は、当社事業計画に基づいたディスカウント・キャッシュフロー方式により算出した価値により決定しており

ます。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用しております。

　

５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度における本源的価値の合計額及び権利

行使されたストック・オプションの権利行使時における本源的価値の合計額

　　　（１）当事業年度における本源的価値の合計額　　　　　　　　　－千円

　　　（２）当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額　　－千円
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(税効果会計関係)

前事業年度(平成24年12月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  
　繰越欠損金 166,481 千円

　賞与引当金 3,244 千円

　未払金 1,396 千円

　減価償却超過額 2,584 千円

　一括償却資産 710 千円

　その他 906 千円

繰延税金資産小計 175,324千円

評価性引当額 △175,324千円

繰延税金資産合計 －
 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.13％

住民税均等割等 0.68％

評価性引当額の増減額 △220.05％

繰越欠損金の当期控除額 175.23％

その他 1.00％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.68％
 

 
当事業年度(平成25年12月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  
　繰越欠損金 140,539千円

　賞与引当金 9,900千円

　未払費用 1,301千円

　減価償却超過額 1,630千円

　一括償却資産 766千円

　その他 1,220千円

繰延税金資産小計 155,358千円

評価性引当額 △107,784千円

繰延税金資産合計 47,574千円
 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

法定実効税率 38.01％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.71％

住民税均等割等 0.21％

評価性引当額の増減額 △128.56％

繰越欠損金の当期控除額 9.02％

その他 0.08％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △79.53％
 

 

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】
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　　　前事業年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)

当社の事業セグメントは、マーケティングソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

 
当事業年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日)　

当社の事業セグメントは、マーケティングソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

　

【関連情報】

     前事業年度(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

　　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。　

(2) 有形固定資産

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

　特定の顧客に対する販売実績の割合が10％を超えるものがないため、記載を省略しております。

 
     当事業年度(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

　　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高

株式会社NTTドコモ 76,460
 

（注）「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」は、平成25年10月1日付で「株式会社NTTドコモ」へ商号変更しておりま

す。
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　【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　前事業年度（自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日）

　　該当事項はありません。　

 

　当事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

　　該当事項はありません。

 

 
　【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　前事業年度（自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日）

　　該当事項はありません。　

 

　当事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

　　該当事項はありません。

 

 
　【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　前事業年度（自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日）

　　該当事項はありません。　

 

　当事業年度（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）

　　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)

　関連当事者との取引

　　　　　 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等　

種類
会社等の名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金
　(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

その
他の
関係
会社

デジタル・アド
バタイジング・
コンソーシアム
株式会社

東京都
渋谷区

4,031,837
インター
ネット広
告事業

(被所有)
直接
17.76%

営業取引
役員の兼任

イ ン タ ー
ネット広告
配信委託

61,029 買掛金 17,287

 

(注)１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針

　　　　取引条件は、市場価額等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

 
　当事業年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日)

　　関連当事者との取引

　　　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類
会社等の名称又は
氏名

所在地
資本金又は
出資金
　(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
(千円)

その
他の
関係
会社

デジタル・アド
バタイジング・
コンソーシアム
株式会社

東京都
渋谷区

4,031,837
インター
ネット広
告事業

(被所有)
直接
17.76%

営業取引
役員の兼任

イ ン タ ー
ネット広告
配信委託

87,812 買掛金 17,016

当社サービ
スの提供

 5,365 売掛金  3,858
 

(注)１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針

　　　　取引条件は、市場価額等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当事業年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

１株当たり純資産額 69.45円 121.02円

１株当たり当期純利益金額 9.29円 51.56円
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。

　　 ２．当社は、平成26年10月15日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。前事

業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定

しております。

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

当事業年度
(自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日)

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益 17,004千円 94,365千円

 普通株主に帰属しない金額 － －

 普通株式に係る当期純利益 17,004千円 94,365千円

 普通株式の期中平均株式数 1,830,000株 1,830,000株

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり当期純利益
金額の算定に含まれなかった潜在
株式の概要

新株予約権の目的となる種類：普
通株式
新株予約権の目的となる株式の総
数：207,000株
これらの概要については、第４
「提出会社の状況 １株式等の状
況（２）新株予約権等の状況」に
記載のとおりであります。

新株予約権の目的となる種類：普
通株式
新株予約権の目的となる株式の総
数：274,500株
これらの概要については、第４
「提出会社の状況 １株式等の状
況（２）新株予約権等の状況」に
記載のとおりであります。

 

　

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(平成24年12月31日)
当事業年度

(平成25年12月31日)

純資産の部の合計額 127,101千円 221,467千円

純資産の部の合計額から控除する金額 － －

普通株式に係る期末の純資産額 127,101千円 221,467千円

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数

1,830,000株 1,830,000株
 

　

(会計方針の変更)

前事業年度(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

(１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用)

当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号　平成22年６月30日)、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表

分)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第９号　平成22年６月30日)を適用し

ております。

当事業年度及び翌事業年度の貸借対照表日後において株式分割を行いましたが、当事業年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。

これらの会計基準等を適用しなかった場合の、当事業年度の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益

金額は、以下の通りです。

１株当たり純資産額　　　　6,945.45円

１株当たり当期純利益金額　　929.18円
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(重要な後発事象)

　　　前事業年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日)

　　　　該当事項はありません。　

　

当事業年度(自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日)　

当社は平成26年９月12日開催の取締役会決議に基づき、平成26年10月15日付で、以下の通り株式分割を行って

おります。また、平成26年10月15日開催の臨時株主総会決議により、同日付をもって単元株制度導入に伴う定款

変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。

(1)　株式分割及び単元株制度導入の目的

全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、当社株式の売買単位を100株

とするため、当社株式1株を100株に分割するとともに、100株を1単元とする単元株制度の採用を行います。

(2) 株式分割の概要

　①　分割の方法

平成26年10月14日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式につ

いて、1株につき100株の割合をもって分割いたしました。

　②　株式分割前の発行済株式総数

　　　 普通株式　18,300株

 ③　株式分割による増加株式数

　　　 普通株式　1,811,700株

　④　株式分割後の発行済株式総数

　　　 普通株式　1,830,000株

(3) 単元株制度の採用

　普通株式の単元株式数を100株といたしました。

(4) 株式分割及び単元株制度の効力発生日

平成26年10月15日

なお、「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算定しております。
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【注記事項】

(追加情報)

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４

月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度

の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年１月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる

一時差異について、前事業年度の38.01％から35.64％に変更されております。

なお、当該変更が当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累

計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
当第３四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
至　平成26年９月30日)

減価償却費 5,275千円
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、マーケティングソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
当第３四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
至　平成26年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 92円63銭

(算定上の基礎)  

四半期純利益金額(千円) 169,514

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 169,514

普通株式の期中平均株式数(株) 1,830,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―

 

(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２. 当社は平成26年９月12日開催の取締役会決議により、平成26年10月15日付で普通株式1株につき普通株式100

株の割合で株式分割を行っております。

当事業年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
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(重要な後発事象)

当社は平成26年９月12日開催の取締役会決議に基づき、平成26年10月15日付で、以下のとおり株式分割を

行っております。また、平成26年10月15日開催の臨時株主総会決議により、同日付をもって単元株制度導入に

伴う定款変更を行い、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(1) 株式分割及び単元株制度導入の目的

全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、当社株式の売買単位

を100株とするため、当社株式１株を100株に分割するとともに、100株を１単元とする単元株制度の採用を

行います。

 

(2) 株式分割の概要

①　分割の方法

平成26年10月14日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株

式について、１株につき100株の割合をもって分割いたしました。

②　株式分割前の発行済株式総数

普通株式　18,300株

③　株式分割による増加株式数

普通株式　1,811,700株

④　株式分割後の発行済株式総数

普通株式　1,830,000株

 

(3) 単元株式制度の採用

普通株式の単元株式数を100株といたしました。

 

(4) 株式分割及び単元株制度の効力発生日

平成26年10月15日

なお、「１株当たり情報」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算定しておりま

す。
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⑤ 【附属明細表】(平成25年12月31日現在)

【有価証券明細表】

【株式】

　        該当事項はありません。

　

【債券】

　　　　　 該当事項はありません。

　

【その他】

　　　　　該当事項はありません。

 
【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

  建物 4,436 ― ― 4,436 1,983 297 2,453

 工具、器具及び備品 12,901 305 8,411 4,794 3,557 388 1,236

有形固定資産計 17,338 305 8,411 9,231 5,540 686 3,690

無形固定資産        

 商標権 675 329 ― 1,004　 573 72 430

 ソフトウエア 15,691 6,361 ― 22,052 9,488 5,100 12,564

　ソフトウエア仮勘定 537 11,074 6,372 5,239 ― ― 5,239

無形固定資産計 16,904 17,765 6,372 28,297 10,061 5,173 18,235

長期前払費用 1,343 1,294 174 2,463 1,572 891 891
 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　ソフトウエア smarticA!キャンペーンマネジメント 3,801千円

　　ソフトウエア仮勘定 自社利用ソフトウエアの制作 11,063千円
 

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　工具、器具及び備品 バックアップサーバ他　 8,411千円
 

 

【社債明細表】

　　　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　 　　該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金 8,536 26,048 8,536 － 26,048
 

 

【資産除去債務明細表】

　　　 該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 38

預金  

 普通預金　　　　　　　　 102,743

　定期預金 50,000

計 152,743

合計 152,781
 

 

②  受取手形

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社博報堂 1,785

合計 1,785
 

 

期日別内訳

期日 金額(千円)

平成26年4月 1,785

合計 1,785
 

 

③  売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社ミスミ 24,580

ヒューマンアカデミー株式会社 7,829

株式会社mediba 5,985

ZUTTO株式会社 5,070

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
株式会社

3,858

その他 50,018

合計 97,342
 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 

(Ａ)

当期発生高(千円)
 

(Ｂ)

当期回収高(千円)
 

(Ｃ)

当期末残高(千円)
 

(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

 

49,641 661,087 613,386 97,342 86.30 40.58
 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 仕掛品

品名 金額(千円)

受注開発案件 645

合計 645
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⑤ 貯蔵品

品名 金額(千円)

消耗品 307

合計 307
 

　

⑥　繰延税金資産

繰延税金資産の内容については、第５　経理の状況　１　財務諸表等　(１)財務諸表　注記事項　（税効果会計関係）

に記載しております。

 
⑦ 買掛金

相手先 金額(千円)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
株式会社

17,016

株式会社HeartFull 9,612

アイピーオンウェブジャパン株式会社 2,278

株式会社マイクロアド 736

株式会社オムニバス 206

ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 126

合計 29,975
 

 
⑧ 未払金

相手先 金額(千円)

三菱UFJニコス（DCカード） 2,593

株式会社OpenGift 2,121

新日本有限責任監査法人 1,852

株式会社インターネットイニシアティブ 1,404

株式会社NTTデータ数理システム 1,260

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 1,244

その他 7,932

合計 18,408
 

　

⑨ 未払費用

区分 金額(千円)

給与手当 12,934

社会保険料 7,738

合計 20,673
 

 

 

(3) 【その他】

　該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年１月１日から同年12月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 毎年12月31日

株券の種類 ―

剰余金の配当の基準日 毎年６月30日、毎年12月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え  

    取扱場所 ―

    株主名簿管理人 ―

    取次所 ―

    名義書換手数料 ―

    新券交付手数料 ―

単元未満株式の買取り  

    取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

    株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

    取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店

    買取手数料 無料（注）１

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故等やむを得ない事由によ
り電子公告による方法をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法と
する。
公告掲載URL
http://www.albert2005.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

（注）１．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所マザーズに上場された日から「株主の売買の委託

に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

２．当社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできませ

ん。

・会社法第189条第２項各号に掲げる権利

・会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

　該当事項はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

　該当事項はありません。
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第三部 【特別情報】

 

第１ 【連動子会社の最近の財務諸表】

 

当社は連動子会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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第四部 【株式公開情報】

 

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 

移動

年月日

移動前

所有者の

氏名又は名称

移動前

所有者の

住所

移動前

所有者の

提出会社との

関係等

移動後

所有者の氏名
又は名称

移動後

所有者の

住所

移動後

所有者の

提出会社との
関係等

移動株数

(株)

価格(単価)

(円)
移動理由

平成24年
６月10日

㈱ニッセン
ホールディ
ングス代表
取締役社長 

佐村　信哉

京都市南区
西九条院町
26

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名）

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

459
9,180,000
(20,000)

移動前所有
者の売却意
向による

平成24年
６月10日

㈱ニッセン
ホールディ
ングス代表
取締役社長 

佐村　信哉

京都市南区
西九条院町
26

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名）

鈴木敏明
静岡県静岡
市駿河区

当社代表取
締役会長の
親族

400
8,000,000
(20,000)

移動前所有
者の売却意
向による

平成24年
６月10日

芳賀麻誉美
埼玉県坂戸
市

当社の取引
先

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

30
600,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

10
200,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

新裕美子
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（当
社代表取締
役社長の配
偶者）

25
500,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

佐藤めぐみ
東京都杉並
区

当社従業員 71
1,420,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

姜徖勲
東京都渋谷
区

当社従業員 50
1,000,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

駿河洋子
東京都西東
京市

特別利害関
係者等（当
社代表取締
役会長の二
親等内の血
族）

50
1,000,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

伊藤節子
東京都杉並
区

当社代表取
締役会長の
親族

25
500,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

小川友美
東京都杉並
区

当社代表取
締役会長の
親族

50
1,000,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

関かおり
東京都目黒
区

当社の取引
先

5
100,000
(20,000)

所有者の事
情による
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移動

年月日

移動前

所有者の

氏名又は名称

移動前

所有者の

住所

移動前

所有者の

提出会社との

関係等

移動後

所有者の氏名
又は名称

移動後

所有者の

住所

移動後

所有者の

提出会社との
関係等

移動株数

(株)

価格(単価)

(円)
移動理由

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

吉野宏
茨城県牛久
市

当社代表取
締役会長の
親族

50
1,000,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

松原元成
千葉県野田
市

当社代表取
締役会長の
親族

20
400,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

塚本守章
東京都江東
区

当社従業員 30
600,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

石田真彩
千葉県八千
代市

当社従業員 3
60,000

(20,000)
所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

浜田和美
神奈川県川
崎市多摩区

当社従業員 1
20,000

(20,000)
所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

池内孝啓
東京都杉並
区

当社従業員 10
200,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

今野裕介
東京都江東
区

当社従業員 5
100,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

青木俊典
神奈川県川
崎市川崎区

当社従業員 15
300,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
６月10日

山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

伊藤徹郎
東京都新宿
区

当社従業員 10
200,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成24年
11月30日

OY ベ ン
チャービジ
ネス育成2号

投資事業有
限責任組合

無限責任組
合員　安田
企業投資㈱

代表取締役
社長　本山
浩一

東京都千代
田区麹町3-
3-8

　　―

デジタル・
アドバタイ
ジング・コ
ンソーシア
ム㈱代表取
締役社長　
矢嶋　弘毅

東京都渋谷
区恵比寿4-
20-3
恵比寿ガー
デンプレイ
ス タ ワ ー
33F

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名）

750
15,000,000

(20,000)

移動前所有
者の売却意
向による

平成25年
３月11日

投資事業有
限責任組合
ハンズオン
1・2号

無限責任組
合員　MUハ
ン ズ オ ン
キャピタル
㈱

取 締 役 社
長　海川和
裕

東京都中央
区日本橋本
町4-8-16　
石河ビル7
Ｆ

　　―

バーチャレ
クス・コン
サルティン
グ㈱代表取
締役　柳橋

仁機

東京都港区
虎ノ門4-3-
13

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名）

700
14,000,000

(20,000)

移動前所有
者の売却意
向による
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移動
年月日

移動前
所有者の

氏名又は名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の

提出会社との
関係等

移動後
所有者の氏名
又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の

提出会社との
関係等

移動株数
(株)

価格(単価)
(円)

移動理由

平成25年
３月11日

投資事業有
限責任組合
ハンズオン
1・2号
無限責任組
合員　MUハ
ン ズ オ ン
キャピタル
㈱
取 締 役 社
長　海川和
裕

東京都中央
区日本橋本
町4-8-16　
石河ビル7
Ｆ

　　― 山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

50
1,000,000
(20,000)

移動前所有
者の売却意
向による

平成25年
６月10日

姜徖勲
東京都渋谷
区

当社従業員 山川義介
東京都世田
谷区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役会
長）

33
660,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成25年
６月10日

姜徖勲
東京都渋谷
区

当社従業員 上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

75
1,500,000
(20,000)

所有者の事
情による

平成25年
11月18日

伊藤節子
東京都杉並
区

当社代表取
締役会長の
親族

山川起以
東京都西東
京市

特別利害関
係者等（当
社代表取締
役会長の実
母）

25 　　　―
親族間の贈
与

平成26年
3月31日

バーチャレ
クス・コン
サルティン
グ㈱代表取
締役　丸山
栄樹

東京都港区
虎ノ門4-3-
13

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名）

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

700
17,500,000
(25,000)

移動前所有
者の売却意
向による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

上村裕美子
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（当
社代表取締
役社長の配
偶者）

236
5,900,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

山川起以
東京都西東
京市

特別利害関
係者等（当
社代表取締
役会長の実
母）

172
4,300,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

菅由紀子
東京都渋谷
区

当社従業員 80
2,000,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

山川奈緒子
神奈川県横
浜市戸塚区

特別利害関
係者等（当
社代表取締
役会長の配
偶者）

40
1,000,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

佐藤めぐみ
東京都杉並
区

当社従業員 40
1,000,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

谷本篤彦
東京都豊島
区

特別利害関
係者（当社
監査役）

20
500,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

平原昭次
東京都江東
区

当社従業員 20
500,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

小野広司
東京都渋谷
区

当社従業員 15
375,000
(25,000)

所有者の事
情による
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移動

年月日

移動前

所有者の

氏名又は名称

移動前

所有者の

住所

移動前

所有者の

提出会社との

関係等

移動後

所有者の氏名
又は名称

移動後

所有者の

住所

移動後

所有者の

提出会社との
関係等

移動株数

(株)

価格(単価)

(円)
移動理由

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

田中秀典
東京都新宿
区

当社従業員 10
250,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

池内孝啓
東京都杉並
区

当社従業員 10
250,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

原囿友輔
東京都渋谷
区

当社従業員 9
225,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

大森慶子
東京都中野
区

当社従業員 8
200,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

日比生恵
東京都練馬
区

当社従業員 8
200,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

浦川智洋
東京都江戸
川区

当社従業員 8
200,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

安達章浩
埼玉県川口
市

当社従業員 8
200,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

下白石和美
東京都町田
市

当社従業員 4
100,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

関口優
東京都武蔵
野市

当社従業員 4
100,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

平塚武
東京都新宿
区

当社従業員 4
100,000
(25,000)

所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

石田真彩
千葉県八千
代市

当社従業員 3
75,000

(25,000)
所有者の事
情による

平成26年
３月31日

上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

浜田和美
神奈川県川
崎市多摩区

当社従業員 1
25,000

(25,000)
所有者の事
情による

平成26年
７月25日

平塚武
東京都新宿
区

当社従業員 上村崇
東京都豊島
区

特別利害関
係者等（大
株主上位10
名、当社代
表取締役社
長）

４
100,000
(25,000)

所有者の事
情による
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(注) １．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行

規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下

１において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日(平成24年１月１日)か

ら上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募

等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等

の移動の状況を同施行規則第219条第１項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの

部)」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に

ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事

務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該

記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所

は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ

とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上

記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引

参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま

す。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員

等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社

及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその

役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格算定方式は次のとおりです。

DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格

を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

　５．平成26年10月15日付をもって、株式１株を100株に分割しておりますが、上記移動株数及び単価は株式分割

前の移動株数及び単価で記載しております。
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第２ 【第三者割当等の概況】

 

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

 

項目 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 新株予約権④

発行年月日 平成24年４月13日 平成24年４月13日 平成25年３月21日 平成25年12月20日

種類
第９回新株予約権

（ストック・オプショ
ン）

第10回新株予約権
（ストック・オプショ

ン）

第11回新株予約権
（ストック・オプショ

ン）

第12回新株予約権
（ストック・オプショ

ン）

発行数 普通株式　1,697株
普通株式　243株

（注）５
普通株式　147株

（注）６
普通株式　567株

（注）７

発行価格 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

資本組入額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

発行価額の総額 33,940,000円 4,860,000円 2,940,000円 11,340,000円

資本組入額の総額 16,970,000円 2,430,000円 1,470,000円 5,670,000円

発行方法

平成24年３月22日開催
の定時株主総会におい
て、会社法236条、第
238条及び第239条の規
定に基づく新株予約権
の付与（ストック・オ
プション）に関する決
議を行っております。

平成24年３月22日開催
の定時株主総会におい
て、会社法236条、第
238条及び第239条の規
定に基づく新株予約権
の付与（ストック・オ
プション）に関する決
議を行っております。

平成25年３月21日開催
の定時株主総会におい
て、会社法236条、第
238条及び第239条の規
定に基づく新株予約権
の付与（ストック・オ
プション）に関する決
議を行っております。

平成25年12月17日開催
の定時株主総会におい
て、会社法236条、第
238条及び第239条の規
定に基づく新株予約権
の付与（ストック・オ
プション）に関する決
議を行っております。

保有期間等に関する確約 （注）２ （注）２ （注）２ （注）２
 

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以

下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第259条の規定におい

て、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役

員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当

てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、

譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る紹介時の同取引所への報告その他同取引所が必要と定め

る事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされて

おります。

(2)　新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不

受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成25年12月31日であります。

２．同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬

として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行

使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び

類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ

ります。
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 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 新株予約権④

行使時の払込金額 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

行使期間
自 平成26年４月14日
至 平成34年４月13日

自 平成26年４月14日
至 平成34年４月13日

自 平成25年３月22日
至 平成35年３月21日

自 平成27年12月18日
至 平成35年12月17日

行使の条件

「第二部　企業情
報　第４　提出会社
の状況　１株式等の
状況　(2)新株予約
権等の状況」に記載
のとおりでありま
す。

「第二部　企業情
報　第４　提出会社
の状況　１株式等の
状況　(2)新株予約
権等の状況」に記載
のとおりでありま
す。

「第二部　企業情
報　第４　提出会社
の状況　１株式等の
状況　(2)新株予約
権等の状況」に記載
のとおりでありま
す。

「第二部　企業情
報　第４　提出会社
の状況　１株式等の
状況　(2)新株予約
権等の状況」に記載
のとおりでありま
す。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

新株予約権を譲渡す
るときは、当社取締
役会の承認を要す
る。

新株予約権を譲渡す
るときは、当社取締
役会の承認を要す
る。

新株予約権を譲渡す
るときは、当社取締
役会の承認を要す
る。

新株予約権を譲渡
するときは、当社
取締役会の承認を
要する。

 

５．第10回新株予約権は、退職等により従業員３名39株分(分割前)の権利が喪失しております。

６・第11回新株予約権は、退職等により従業員３名39株分(分割前)の権利が喪失しております。

７．第12回新株予約権は、退職等により従業員１名12株分(分割前)の権利が喪失しております。

８．平成26年９月12日開催の取締役会決議により、平成26年10月15日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を行っておりますが、株式分割前の発行数、発行価額、資本組入額及び、行使時の払込金額を記載してお

ります。
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２ 【取得者の概況】
　第９回新株予約権（ストック・オプション）平成24年３月22日定時株主総会決議

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の
職業及び

事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

山川義介 東京都世田谷区 会社役員 650
13,000,000
（20,000）

特別利害関係者
等（当社の代表
取締役会長、大
株主上位10名）

上村崇 東京都豊島区 会社役員 1,002
20,040,000
（20,000）

特別利害関係者
等（当社の代表
取締役社長、大
株主上位10名）

保月英機 神奈川県茅ケ崎市 会社役員 45
900,000

（20,000）

特別利害関係者
等（当社の監査
役）

 

（注）平成26年９月12日開催の取締役会決議に基づき、平成26年10月15日付で普通株式１株を100株とする株式分割を

行っておりますが、株式分割前の割当株数及び単価を記載しております。

 
　第10回新株予約権（ストック・オプション）平成24年３月22日定時株主総会決議

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の
職業及び

事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

佐藤めぐみ 東京都杉並区 会社員 45
900,000

（20,000）
当社の従業員

平原昭次 東京都江東区 会社員 45
900,000

（20,000）
当社の従業員

菅由紀子 東京都渋谷区 会社員 15
300,000

（20,000）
当社の従業員

小岸剛 東京都世田谷区 会社員 15
300,000

（20,000）
当社の従業員

見並まり江 東京都渋谷区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

浜田和美 神奈川県川崎市多摩区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

池内孝啓 東京都杉並区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

大森慶子 東京都中野区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

今野裕介 東京都江東区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

田中秀典 東京都新宿区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

石田真彩 千葉県八千代市 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

 

（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

２．平成26年９月12日開催の取締役会決議に基づき、平成26年10月15日付で普通株式１株を100株とする株式分

割を行っておりますが、株式分割前の割当株数及び単価を記載しております。
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　第11回新株予約権（ストック・オプション）平成25年３月21日定時株主総会決議

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の
職業及び

事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

谷本篤彦 東京都豊島区 会社役員 45
900,000

（20,000）

特別利害関係者
等（当社の監査
役）

池内孝啓 東京都杉並区 会社員 3
60,000

（20,000）
当社の従業員

関口優 東京都武蔵野市 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

郡司俊正 東京都中野区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

小野広司 東京都渋谷区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

日比生恵 東京都練馬区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

浦川智洋 東京都江戸川区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

 

（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

２．平成26年９月12日開催の取締役会決議に基づき、平成26年10月15日付で普通株式１株を100株とする株式分

割を行っておりますが、株式分割前の割当株数及び単価を記載しております。

 
　第12回新株予約権（ストック・オプション）平成25年12月17日定時株主総会決議

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の
職業及び

事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

上村崇 東京都豊島区 会社役員 375
7,500,000
（20,000）

特別利害関係者
等（当社の代表
取締役社長）

安達章浩 埼玉県川口市 会社員 45
900,000

（20,000）
当社の従業員

木野英明 神奈川県横浜市港南区 会社員 45
900,000

（20,000）
当社の従業員

見並まり江 東京都渋谷区 会社員 3
60,000

（20,000）
当社の従業員

千葉裕樹 千葉県松戸市 会社員 15
300,000

（20,000）
当社の従業員

原囿友輔 東京都渋谷区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

南祐典 東京都江戸川区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

下白石和美 東京都町田市 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

武田祐子 東京都日野市 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

大堀あゆみ 東京都西東京市 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

金井成仁 神奈川県川崎市多摩区 会社員 12
240,000

（20,000）
当社の従業員

 

（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

２．平成26年９月12日開催の取締役会決議に基づき、平成26年10月15日付で普通株式１株を100株とする株式分

割を行っておりますが、株式分割前の割当株数及び単価を記載しております。

 

３ 【取得者の株式等の移動状況】

　　該当事項はありません。
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第３ 【株主の状況】

 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式総数に対
する所有株式数
の割合(％)

山川義介　　　　　　　※１、２ 東京都世田谷区
394,400
(65,000)

18.79
(3.10)

デジタル・アドバタイジング・コン
ソーシアム株式会社　　　※１

東京都渋谷区恵比寿4-20-3　恵比寿ガーデン
プレイスタワー33F

325,000 15.48

上村崇　　　　　　　　※１、３ 東京都豊島区
260,500
(137,700)

12.41
(6.56)

山川奈緒子　　　　　　※１、５ 神奈川県横浜市戸塚区 116,000 5.53

IVP Incubator L.P. its General
Partner Infinity Venture
Partners, Inc.　　　　　　※１

Romasco Place, Wickhams Cay 1 P.O.
Box3140 　Road Town, Tortola, British
Virgin Islands

88,800 4.23

投資事業組合オリックス11号
業務執行組合員　オリックス・キャ
ピタル株式会社　　　　　※１

東京都港区浜松町2-4-1 75,000 3.57

ジャフコV2共有投資事業有限責任組
合　無限責任組合員　株式会社ジャ
フコ　　　　　　　　　※１

東京都千代田区大手町1-5-1（株式会社ジャ
フコ内）

65,600 3.12

三生5号投資事業有限責任組合　無
限責任組合員　三生キャピタル株式
会社　　　　　　　　　　※１

東京都中央区日本橋本町1-9-2 60,000 2.86

ニュー・フロンティア・パートナー
ズ株式会社　　　　　　　※１

東京都港区芝2-31-13 50,000 2.38

ITYバリューアップ投資事業有限責
任組合　無限責任組合員　東洋キャ
ピタル　　　　　　　　　※１

東京都中央区八丁堀4-7-1 50,000 2.38

平岡千春　　　　　　　　　※１ 東京都世田谷区 50,000 2.38

NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任
組合　無限責任組合員　SMBCベン
チャーキャピタル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-13-12 45,000 2.14

佐藤めぐみ　　　　　　　　※９ 東京都杉並区
44,500
(10,500)

2.12
(0.50)

鈴木俊明 静岡県静岡市駿河区 40,000 1.91

Social Entrepreneur投資事業有限
責任組合　無限責任組合員　ＰＥ＆
ＨＲ株式会社

東京都千代田区麹町1-12-12　ホーマット半
蔵門4F

37,500 1.79

信金キャピタル二号投資事業有限責
任組合　無限責任組合員　信金キャ
ピタル株式会社

東京都中央区日本橋2-3-6 37,500 1.79

NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任
組合　大和企業投資株式会社

東京都千代田区丸の内1-9-1 30,000 1.43

上村裕美子　　　　　　　　※６ 東京都豊島区 26,100 1.24

株式会社シーエー・モバイル
東京都渋谷区南平台町16-28　グラスシティ
渋谷4F

25,000 1.19

山川起以　　　　　　　　　※８ 東京都西東京市 19,700 0.94

菅由紀子　　　　　　　　　※９ 東京都渋谷区
17,400
(6,000)

0.83
(0.29)

佐々木大輔 東京都台東区 15,000 0.71

駿河洋子　　　　　　　　　※８ 東京都西東京市 15,000 0.71

保月英機　　　　　　　　　※４ 神奈川県茅ケ崎市
14,500
(4,500)

0.69
(0.21)

井上隆 神奈川県横浜市神奈川区 12,500 0.60

山田祥子 神奈川県藤沢市 10,000 0.48
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氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式総数に対
する所有株式数
の割合(％)

山田知生 神奈川県藤沢市 10,000 0.48

江南清司　　　　　　　　　※４ 千葉県佐倉市 10,000 0.48

小川友美 東京都杉並区 10,000 0.48

吉野宏 茨城県牛久市 10,000 0.48

谷本篤彦　　　　　　　　　※４ 東京都豊島区
9,000
(4,500)

0.43
(0.21)

田村啓暁 東京都港区 8,500 0.40

平原昭次　　　　　　　　　※９ 東京都江東区
7,800
(4,500)

0.37
(0.21)

ジャフコV2-W　投資事業有限責任組
合　無限責任組合員　株式会社ジャ
フコ

東京都千代田区大手町1-5-1（株式会社ジャ
フコ内）

6,600 0.31

関かおり 東京都目黒区 5,500 0.26

木野英明　　　　　　　　　※９ 神奈川県横浜市港南区
5,500
(4,500)

0.26
(0.21)

安達章浩　　　　　　　　　※９ 埼玉県川口市
5,300
(4,500)

0.25
(0.21)

塚本守章 東京都江東区 5,000 0.24

岡塚紘治 千葉県市川市 5,000 0.24

深江方和 東京都大田区 5,000 0.24

小岸剛　　　　　　　　　　※９ 東京都世田谷区
4,000
(1,500)

0.19
(0.07)

松原元成 千葉県野田市 3,500 0.17

井上洋 東京都町田市 3,500 0.17

見並まり江　　　　　　　　※９ 千葉県船橋市
3,500
(1,500)

0.17
(0.07)

池内孝啓　　　　　　　　　※９ 東京都杉並区
3,500
(1,500)

0.17
(0.07)

小野広司　　　　　　　　　※９ 東京都渋谷区
3,200
(1,200)

0.15
(0.06)

山本利浩 東京都新宿区 3,000 0.14

大森慶子　　　　　　　　　※９ 東京都中野区
3,000
(1,200)

0.14
(0.06)

ジャフコV2-R 投資事業有限責任組
合　無限責任組合員　株式会社ジャ
フコ

東京都千代田区大手町1-5-1（株式会社ジャ
フコ内）

2,800 0.13

田部信 東京都町田市 2,500 0.12

谷本頼子　　　　　　　　　※７ 東京都豊島区 2,500 0.12

岡部宗広 埼玉県さいたま市 2,500 0.12

橋本雅治 東京都世田谷区 2,500 0.12

田中秀典 東京都新宿区
2,200
(1,200)

0.10
(0.06)

原囿友輔 東京都渋谷区
2,100
(1,200)

0.10
(0.06)

日比生恵 東京都葛飾区
2,000
(1,200)

0.10
(0.06)

浦川智洋 東京都江戸川区
2,000
(1,200)

0.10
(0.06)

石田真彩 千葉県八千代市
1,800
(1,200)

0.09
(0.06)
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氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式総数に対
する所有株式数
の割合(％)

今野裕介 東京都江東区
1,700
(1,200)

0.08
 (0.06)

関口優 東京都武蔵野市
1,600

(1,200)
0.07

(0.06)

下白石和美 東京都町田市
1,600
(1,200)

0.07
(0.06)

青木俊典 神奈川県川崎市 1,500 0.07

浜田和美 神奈川県川崎市
1,500
(1,200)

0.07
(0.06)

芳賀麻誉美 埼玉県坂戸市
1,500
(1,500)

0.07
(0.07)

千葉裕樹 千葉県松戸市
1,500
(1,500)

0.07
(0.07)

郡司俊正 東京都中野区
1,200
(1,200)

0.06
(0.06)

南佑典 東京都江戸川区
1,200
(1,200)

0.06
(0.06)

武田祐子 東京都日野市
1,200
(1,200)

0.06
(0.06)

大堀あゆみ 東京都西東京市
1,200
(1,200)

0.06
(0.06)

金井成仁 神奈川県川崎市
1,200
(1,200)

0.06
(0.06)

所有株式数1,000株の株主４名  
4,000
(1,000)

0.19
(0.05)

所有株式数200株の株主１名  200 0.01

計 ―
2,099,400
(269,400)

100.00
(12.83)

 

(注) １．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

２.「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。

　　　　　１.特別利害関係者等（大株主上位10名）、２.特別利害関係者等（当社代表取締役会長）、３.特別利害関係

　　　　　関係者等（当社代表取締役社長）、４.特別利害関係者等（当社監査役）、５.特別利害関係者等（当社代表

　　　　　取締役会長の配偶者）、６.特別利害関係者等（当社代表取締役社長の配偶者）、７.特別利害関係者等（当

　　　　　社監査役の配偶者）、８.特別利害関係者等（当社代表取締役会長の二親等内の血族）、９.当社従業員

    ３．（   ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

    ４．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下以下第３位を四捨五入しております。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成27年１月７日

株式会社ALBERT

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　敏　　宏　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　押　　谷　　崇　　雄　　㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ALBERTの平成25年１月１日から平成25年12月31日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ALBERTの平成25年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出

会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成27年１月７日

株式会社ALBERT

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　敏　　宏　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　押　　谷　　崇　　雄　　㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ALBERTの平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査

を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ALBERTの平成24年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出

会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成27年１月７日

株式会社ALBERT

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　　田　　敏　　宏　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　押　　谷　　崇　　雄　　㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ALBERT

の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの第10期事業年度の第３四半期会計期間(平成26年７月１日から平成26年

９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成26年１月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ALBERTの平成26年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券

届出書提出会社)が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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